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令和８年度（２０２６年度）体育保健課取組の方向 

 
熊本県教育庁県立学校教育局体育保健課  

 

児童生徒が、自ら生涯にわたって心身の健康を保持増進するとともに体
力の向上を図り、豊かなスポーツライフを実現するための資質と能力を育
成する。 

また、「スポーツによる人が輝く豊かなくまもとづくり」を目指し、ラ
イフステージに応じたスポーツ機会の創造を図るとともに魅力あるスポ
ーツ環境づくりを進める。  

 
〈重点努力目標〉  
１ 学校体育の充実及び児童生徒の運動やスポーツに対する意識と体力の向上に向

けた取組の推進  

(1) 生涯にわたって心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現できる資質

や能力を育成するため、体育・保健体育の授業を一層充実させるとともに、学校の教

育活動全体を通して体力の向上を目指し、運動やスポーツをすることが好きな児童生

徒の育成を図る。 

 

(2) 「中学校における学校部活動の指針」、「高等学校における運動部活動の指針」及び 

「児童生徒のための運動部活動及びスポーツ活動の基本方針」に基づく、適正な運動   

部活動及び学校と地域との連携によるスポーツ活動の更なる充実を図る。  

 
２ 保健教育・食育の充実と保健・給食管理の徹底  

(1) 生涯にわたる健康的なライフスタイルの実現に向けて、学校における保健教育及び 

食育の充実を図る。  

 

(2) 日常の健康的な生活を支えるための適正かつ計画的な保健管理及び給食管理の一 

層の徹底を図る。 

 

(3) 学校内の協力体制の確立、家庭・地域社会との連携による組織的対応を推進し、生

活習慣、メンタルヘルスやアレルギー対応等の健康課題の解決を図る。  
 
３ 「する・みる・ささえる」スポーツの推進と県立スポーツ施設の充実  

(1) 地域スポーツを推進するとともに、子供たちが将来にわたりスポーツ活動に継続し

て親しめるよう、スポーツ環境の整備及び充実を図る。 

 

(2) 競技の普及及び競技力の更なる向上を実現するため、ジュニアアスリートの発掘・

育成や関係団体との連携強化による取組の充実を図る。 

 

(3) スポーツ指導者に対する研修会の実施や顕彰制度を活用し、スポーツを支える人材

育成の充実を図る。 

 

(4) 子供たちが安心して継続的にスポーツ活動に取り組めるよう、市町村や関係団体と

連携し、スポーツ環境の整備や部活動改革の推進を図る。 

 

(5) 県立スポーツ施設が、誰もが利用しやすく、各種スポーツ大会やプロ興行等が円滑

に開催できる施設となるよう、指定管理者と連携した適切な管理運営と計画的な改修

等による機能の維持・向上を図る。 



令和８年度（２０２６年度） 体育保健課施策の重点 
【学校体育】 
１ 「生きる力」をはぐくむ体育・保健体育学習の充実 
(1)  学習指導要領の趣旨を踏まえた授業の充実 
(2)  体育・保健体育の指導力向上等に関する研修会の充実 
(3) スポーツコース等の取組の充実及び魅力化の向上 

２  運動やスポーツをすることが好きな児童生徒の育成と体力の向上 
(1)  運動やスポーツに対する意識や体力の課題に応じた「１学校１チャレンジ」の推進 
(2)  「１学校１チャレンジ」取組事例集（県教育ＨＰ掲載）の活用促進 
(3)  学校・家庭・地域と連携した運動の日常化・習慣化の推進 

３  適正な運動部活動及びスポーツ活動の推進 
(1)  本県の中学校及び高等学校における運動部活動の指針に沿った活動の徹底 
(2)  部活動指導員や外部指導者等、地域人材の活用促進 

４  体育活動中の事故防止の徹底及び体罰・ハラスメント等の根絶 
(1) 体育活動中における体罰・ハラスメント等のない指導の徹底と体制の構築 
(2)  熱中症等をはじめとする体育活動中の事故を防止する安全指導の徹底 
(3)  体育施設、器具等の安全管理の徹底 
(4)  事故に対する危機管理体制の構築 

 
【健康教育】 
１ 保健教育・食育の充実 
(1) 最新の社会情勢を反映させた薬物乱用防止教育及びがん教育の推進 
(2) フッ化物応用を含めた歯科保健指導の充実 
(3) 発達段階及び個に応じた性に関する指導の充実 
(4)  健康を支える望ましい食習慣を育む食に関する指導の充実 
(5)  学校給食の質の確保と食育の推進 

２ 保健・給食管理の徹底 
(1) 日常的な心身の健康観察の実施及び健康相談の充実 
(2) 各種感染症対策及び予防の徹底 
(3) 健康診断の適正実施と結果の活用 
(4) 学校環境衛生マニュアルに基づいた衛生管理の徹底 
(5) 学校給食衛生管理基準及び学校給食実施基準等に基づいた適正な学校給食の推進 
(6) 県産食材を積極的に活用した学校給食の提供 

３ 組織的対応の推進 
(1) 三師会と連携した学校保健活動の推進 
(2) 学校保健委員会における協力体制の整備と活動の充実 
(3) 食物アレルギー対応における関係機関との連携の推進 
(4) アレルギー対応マニュアルの充実及び職員研修の実施 
 

【スポーツ振興】 
１ 地域スポーツの推進 
(1) 県民スポーツの日「ふれあいスポーツ」事業及び県民スポーツ大会の充実 
(2) 総合型地域スポーツクラブの質的充実及び登録認証制度の推進 
(3)  市町村におけるスポーツ推進及びスポーツ実施率向上のための支援 

２ トップアスリートの育成・強化 
(1)  国際大会等で活躍するトップアスリートの育成・強化の推進 
(2)  次世代を担うジュニアアスリートの発掘・育成の推進 
(3)  国民スポーツ大会等に向けた競技団体の強化事業への支援 

３ スポーツを支える人材育成 
(1)  スポーツ推進委員協議会の事業への支援 
(2)  競技力向上に係る指導者の育成及びスポーツ医・科学サポートの推進 
(3)  顕彰制度を活用した人材育成の推進 
 

【部活動改革推進】 
１ 地域展開の推進 
(1)  国のガイドライン及び県の改革方針に沿った地域展開の推進 
(2) 地域展開に取り組む市町村への伴走支援の充実 
(3) 指導者の人材確保及び資質向上の推進 
(4) 地域展開の理解を広げるための広報活動及び情報発信の充実 
 

【管理・調整】 
１ 県立スポーツ施設の充実 
(1)  指定管理者と連携した誰もが利用しやすい施設の管理運営 
(2)  長寿命化計画に基づく施設の適切な維持管理・改修等の実施 
(3)  県民の健康・体力及び競技力向上に資するための環境整備 



別紙

報告様式

Ａ-①（速報、追加）

Ａ-③（最終報告）

Ａ-④（速報、追加）

授業中 Ａ-①（速報、追加）

その他 Ａ-③（最終報告）

Ａ-②（速報、追加）

Ａ-③（最終報告）

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

★必要に応じて体育保健課から、義務教育課及び関係各課へ情報提供を行う。

注１：事故及び被害の概要を把握後、直ちに電話及びメール（FAX可）で体育保健課に速報を行う。

注２：速報後、新たに報告すべき変化が生じた場合は、追加報告を行う。

注３：重大な学校事故・健康被害については、詳細な事故報告を後日提出する。

　

アナフィラキシー

結核

学校⇒市町村教委⇒教育事務所⇒体育保健課

体育活動中の事故
(熱中症含む)

Ｆ
学校⇒市町村教委⇒教育事務所⇒体育保健課

　　　　　　　　　　　　　　　（学校体育班）

義務教育諸学校児童生徒の学校事故及び健康被害に関する報告の連絡系統図

食物アレルギー対応に
おけるヒヤリハット

連　絡　系　統

　食中毒または感染症の集団感染の恐れを探知した場合は、
速やかに管轄保健所に連絡

新型コロナウイルス感染症
及びインフルエンザ様疾患

　　　　　　　　　　　　　　　　（健康教育班）

学校給食における異物混入 学校⇒市町村教委⇒教育事務所⇒体育保健課
　　　　　　　　　　　　　　　（健康教育班）

食
中
毒

麻しん様疾患

光化学スモッグ

飲料水等

報告の種類

感染症

感染症
（学校給食従事者）

学校給食

管轄保健所



別紙

報告様式 報告先 相談

Ａ-①（速報、追加）

Ａ-③（最終報告）

Ａ-④（速報、追加）

授業中 Ａ-①（速報、追加）

その他 Ａ-③（最終報告） □体育保健課（健康教育班）

Ａ-②（速報、追加）

Ａ-③（最終報告） □保健所

Ｂ

Ｃ

Ｅ

Ｆ □学校薬剤師

感染症システムに入力

感染症システムに入力 □体育保健課（健康教育班）

Ｆ □体育保健課（学校体育班）

Ｇ

Ｈ

Ｉ

別紙様式①

★必要に応じて体育保健課から、高校教育課及び関係各課へ情報提供を行う。

★教職員に関する交通事故・学校事故・健康被害については、学校人事課へ速報を行う。

注１：事故及び被害の概要を把握後、直ちに電話及びメールで体育保健課に速報を行う。

注２：速報後、新たに報告すべき変化が生じた場合は、追加報告を行う。

注３：重大な学校事故・健康被害については、詳細な事故報告を後日提出する。

　　　※重大な事故（死亡・意識不明・重体・入院等）

県立学校児童生徒の学校事故及び健康被害に関する報告の連絡系統図

□学校医
食
中
毒

麻しん様疾患

光化学スモッグ

体育活動中の事故
(熱中症含む)

報告の種類

□学校医

★様式送付及び感染症システム入力の際は、体育保健課に電話連絡を行う。

給食従事者のノロウイル
ス高感度検便検査申請書

□体育保健課（健康教育班）

感染症

感染症
（学校給食従事者）

学校給食

結核

アナフィラキシー

学校給食における異物混入

インフルエンザ

新型コロナウイルス感染症

飲料水等

食物アレルギー対応に
おけるヒヤリハット



臨時休業を実施する期間：原則として患者との最終接触日を０日とし、４日目まで休業する。

【県立学校における臨時休業の判断基準】 【臨時休業を行う際の流れ】

　
　学校の児童、生徒について、一般医療機関等で新型コロナウイルス感染症・インフルエンザと診断された者が発生した場合、左下表の「県立学校におけ
る臨時休業の判断基準」を参考に、学校医等の意見を踏まえ、学校の設置者が臨時休業の判断を行う。（学校保健安全法第２０条）
   なお、学年閉鎖及び休校については感染の状況や学校行事等を踏まえ総合的に判断する。

令和８年４月１日施行

　臨時休業の適用範囲

　当該校の学級閉鎖

新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザ発生時における学校の臨時休業等について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本県教育庁

　当該校の学年閉鎖

感染者等の状況

新型コロナウイルス感染症及
びインフルエンザ様患者をあ
わせて、当該学級在籍者の２
人以上かつ学級内で感染が
広がっている可能性が高い場
合（２５％程度）

発症した後（発熱の翌日を一日目として）五日を経過し、かつ、解熱した後二日（幼児にあっては、三日）を経過するまで

学年全体にまん延のおそれが
あるとき

学校全体にまん延のおそれが
あるとき

【感染が判明した時の出席停止期間】　出席停止の判断は校長（学校保健安全法第１９条）

　当該校の休校

　新型コロナウイルス感染症

　インフルエンザ

発症した後（発熱の翌日を一日目として）五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで

市町村教育委員会

教育事務所

県 健康危機管理課
インフルエンザの場合のみ

県教育庁
体育保健課

【市町村立】 学校

①相談 ②決定

（１）相談

③様式提出

④報告

【県立】 学校

（２）決定

（３）
学校等欠席者・
感染症情報シス
テム入力

⑤報告



○熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例 

(平成 22 年 10 月 15 日条例第 47 号) 

改正 平成 29年 3月 24 日条例第 19号 
 

熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例をここに公布する。 

熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例 

(目的) 

第 1 条 この条例は、歯及び口腔の健康づくりが全身の健康の保持増進に重要な

役割を果たしていることにかんがみ、県民の歯及び口腔の健康づくりに関し、

基本理念を定め、並びに県の責務及び歯科医師等、保健医療関係者、教育関係

者、福祉関係者、食生活・食育関係者及び県民の役割等を明らかにするととも

に、県民の歯及び口腔の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定めるこ

とにより、県民の歯及び口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ効果的に

推進し、もって県民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

(1) 歯科医師等 歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士をいう。 

(2) 保健医療関係者 保健医療サービスを提供する者で、歯及び口腔の健康に関

する活動、指導、助言又は医療行為を行うもの(歯科医師等を除く。)をいう。 

(3) 教育関係者 学校教育法(昭和 22年法律第 26号)第 1条に規定する学校又は

同法第 124 条に規定する専修学校において、幼児、児童、生徒又は学生の歯及

び口腔の健康に関する指導を行うものをいう。 

(4) 福祉関係者 福祉サービスを提供する者で、歯及び口腔の健康に関する活動、

指導、助言又は医療行為を行うものをいう。 

(5) 学校等 保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、義務

教育学校及び特別支援学校をいう。 

(6) 食生活・食育関係者 地域及び学校等において栄養指導、食生活の相談等食

育推進活動に携わる管理栄養士、栄養士、調理師、食生活改善推進員等をいう。 

(7) 保険者 健康保険法(大正 11 年法律第 70号)、船員保険法(昭和 14年法律第

73 号)、国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)、国家公務員共済組合法(昭和

33 年法律第 128 号)、地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号)、私立

学校教職員共済法(昭和 28年法律第245号)及び高齢者の医療の確保に関する法

律(昭和 57 年法律第 80 号)の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険

協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振

興・共済事業団及び後期高齢者医療広域連合をいう。 

 

 



(基本理念) 

第 3 条 歯及び口腔の健康づくりは、すべての県民がその年齢又は心身の状況に

応じた良質な歯及び口腔に係るサービスの提供を受けることができるようにす

ることを旨として、行われなければならない。 

(県の責務) 

第 4 条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、

歯及び口腔の健康づくりに関する総合的かつ効果的な施策を策定し、及び実施

する責務を有する。 

(市町村との連携等) 

第 5 条 県は、市町村と連携し、及び協力して歯及び口腔の健康づくりの施策を

策定し、及び実施するよう努めなければならない。 

(市町村等への支援) 

第 6 条 県は、市町村が歯及び口腔の健康づくりに関する施策を策定し、及び実

施する場合には、その求めに応じ、情報の提供、技術的な助言その他必要な支

援を行うものとする。 

2 県は、保健医療関係者、教育関係者、福祉関係者、事業者及び保険者が行う歯

及び口腔の健康づくりの活動に対し、広域的又は専門的見地からの情報の提供

及び助言を行うものとする。 

(歯科医師等の役割) 

第 7 条 歯科医師等は、基本理念にのっとり、県が実施する歯及び口腔の健康づ

くりに関する施策並びに市町村が実施する歯及び口腔の健康づくりに関する保

健サービスに協力するよう努めるものとする。 

2 歯科医師等で組織される団体は、県民が行う歯及び口腔の健康づくりに関する

取組を支援するための研修を実施するよう努めるものとする。 

(保健医療関係者、教育関係者、福祉関係者及び食生活・食育関係者の役割) 

第 8 条 保健医療関係者、教育関係者、福祉関係者及び食生活・食育関係者は、

基本理念にのっとり、県民が行う歯及び口腔の健康づくりに関する取組を支援

するよう努めるものとする。 

2 保健医療関係者、教育関係者、福祉関係者又は食生活・食育関係者でそれぞれ

又は連携して組織される団体は、県民が行う歯及び口腔の健康づくりに関する

取組を支援するための研修を実施するよう努めるものとする。 

(事業者及び保険者の役割) 

第 9 条 事業者は、基本理念にのっとり、事業所で雇用する従業員の歯科に関す

る健康診断の機会の確保その他の歯及び口腔の健康づくりに関する取組を行う

よう努めるものとする。 



2 保険者は、基本理念にのっとり、被保険者及びその被扶養者の歯科に関する健

康診断の機会の確保その他の歯及び口腔の健康づくりに関する取組を推進する

よう努めるものとする。 

(県民の役割) 

第 10 条 県民は、歯及び口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう自

ら努めるものとする。 

2 県民は、県及び市町村が実施する歯及び口腔の健康づくりに関する施策又は保

健サービスを活用するとともに、歯科医師等の支援を受けることにより、歯及

び口腔の健康づくりに関する取組を行うよう努めるものとする。 

3 保護者は、家庭において、その子どものむし歯及び歯周病の予防及び早期治療

の勧奨、健康な食生活の実現その他歯及び口腔の健康づくりに関する取組を行

うよう努めるものとする。 

(歯科保健医療計画) 

第 11 条 知事は、県民の歯及び口腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進す

るため、歯及び口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「歯科保健医療計

画」という。)を定めるものとする。 

2 歯科保健医療計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 歯及び口腔の健康づくりに関する基本的な方針 

(2) 歯及び口腔の健康づくりに関する目標 

(3) 歯及び口腔の健康づくりに関する施策 

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりに関する施策を総合的

かつ効果的に推進するために必要な事項 

3 知事は、歯科保健医療計画を定めようとするときは、あらかじめ市町村、歯科

医師等、保健医療関係者、教育関係者、福祉関係者及び食生活・食育関係者の

意見を聴かなければならない。 

4 知事は、歯科保健医療計画を定めたときは、これを公表しなければならない。 

5 前 2 項の規定は、歯科保健医療計画の変更について準用する。 

(施策の推進) 

第 12 条 県は、県民の歯及び口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策

を実施するものとする。 

(1) 県民が生涯にわたり歯及び口腔の健康づくりについて知識及び理解を深め

るために必要な啓発並びに県民の歯及び口腔の健康づくりに寄与する人材の育

成を推進すること。 

(2) 乳幼児及び 年尐 (小学校就学の始期から満 18 歳に達するまでの者をいう。)

に対し、市町村、歯科医師等、保健医療関係者及び教育関係者との連携を図り、

歯磨き、フッ化物応用その他のむし歯及び歯周病の予防のための対策を推進す

ること。 



(3) 障害者、介護を必要とする者又は妊婦に対し、市町村、歯科医師等、保健医

療関係者及び福祉関係者との連携を図り、口腔機能の向上又は歯周病の予防の

ための対策を推進すること。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりを図るために必要な施

策を推進すること。 

(学校等への支援) 

第 13 条 県は、幼児、児童及び生徒のむし歯及び歯周病を予防するため、学校等

における歯磨き、フッ化物洗口の普及その他の効果的な取組に関し必要な措置

を講ずるものとする。 

2 県は、学校等においてフッ化物洗口が実施される場合は、学校保健安全法(昭

和 33年法律第 56号)第 5条の規定による学校保健計画又はこれに準じた計画に

位置付けることその他のフッ化物洗口の的確な実施のために必要な助言を行う

ものとする。 

(歯科保健等に関する実態調査) 

第 14 条 県は、県民の歯及び口腔の健康づくりに関する施策を実施するため、県

民の歯科保健及び歯科疾患の実態について必要な調査を行うものとする。 

(年次報告) 

第 15 条 知事は、毎年度、歯及び口腔の健康づくりに関する施策を取りまとめ、

議会に報告するとともに、公表するものとする。 

(財政上の措置) 

第 16 条 県は、歯及び口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財

政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

附 則 

1 この条例は、平成 22 年 11 月 1 日から施行する。 

2 この条例の施行の際現に定められている歯及び口腔の健康づくりに関する県

の基本的な計画であって、県民の歯及び口腔の健康づくりに関する施策を総合

的に推進するためのものは、第 11条第 1項の規定により定められた歯科保健医

療計画とみなす。 

附 則(平成 29 年 3 月 24 日条例第 19 号) 

この条例は、平成 29 年 4月 1 日から施行する。ただし、第 3条中熊本県義務

教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例第 3 条第 1 項の改正規

定及び第 4 条中熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例第 2 条第 5 号の改正規

定(「保育所」の次に「、幼保連携型認定こども園」を加える部分に限る。)は、

公布の日から施行する。 

 



                             健づ推第1３２０号       

                             教体第１４４６号 

                       令和８年（２０２６年）３月３日 

 

関係県立学校長 様 

 

              健康づくり推進課長    

          体 育 保 健 課 長    

 

フッ化物洗口の実施について（通知） 

歯及び口腔の健康は、児童生徒の生涯にわたる健康づくりの基盤です。各学校において

は、歯みがきや食生活習慣の改善などに加え、歯質強化の取組としてフッ化物洗口を実施

し、むし歯の減少などの成果につながっています。 

つきましては、別紙を参照し、学校歯科医と連携の上対応願います。 

なお、今後も安全かつ円滑なフッ化物洗口の実施のために、関係者の信頼と協力のもと、特

定の人に役割や負担が集中しないよう配慮願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

健康づくり推進課 担当 永廣 
ＴＥＬ 096-333-2208(直通) 
Ｅ-mail  nagahiro-y@pref.kumamoto.lg.jp 

 

体育保健課健康教育班 担当 小島 
ＴＥＬ 096-333-2712（直通） 

Ｅ-mail  kojima-k-dk@pref.kumamoto.lg.jp 

mailto:nagahiro-y@pref.kumamoto.lg.jp
mailto:kojima-k-dk@pref.kumamoto.lg.jp


                             健づ推第１３２０号  

                              教体第１４４６号  

                     令和８年（２０２６年）３月３日  

  

 各 市 町 村 歯 科 保 健 担 当 課 長 様 

各市町村教育委員会学校保健主管課長 様 

 

熊本県健康福祉部健康局健康づくり推進課長    

                 熊本県教育庁県立学校教育局体育保健課長     

 

フッ化物洗口の実施について（依頼） 

歯及び口腔の健康は、児童生徒の生涯にわたる健康づくりの基盤です。各市町村におい

ては、「熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例」に基づき、歯みがきや食習慣の改善な

どに加え、歯質強化の取組としてフッ化物洗口に取り組んでいただいており、むし歯の減

少にもつながっています。一方、文部科学省からは学校においてフッ化物洗口を実施する

場合、関係者間での適切な役割分担を検討し、教職員の負担軽減に配慮するように通知が

出されています。 

このような状況を踏まえ、フッ化物洗口の実施に当たっては、学校又は一部の教職員や

関係者に役割や負担が集中しないよう、関係者間で実施方法や役割分担等について協議

し、共通理解を図った上で進めていただきますようお願いします。 

なお、学校等の負担軽減に向け、令和８年度において、溶液タイプの薬剤やボランティ

ア等の経費を補助対象とできるよう、支援を拡充するための予算要求を行っておりますの

で、予算成立の際には活用いただきますよう御検討ください。 

また、学校においてフッ化物洗口を実施する市町村は、「フッ化物洗口マニュアル 

（２０２２年版・厚生労働省）」及び「フッ化物洗口実施マニュアル（改訂版）令和７年

（２０２５年）３月・熊本県」等を参照するとともに、貴管内の小・中・義務教育学校（八

代市教育委員会は特別支援学校を含む。）関係者の意見等を参考にしていただきますよう併

せてお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【問合せ先】 
健康づくり推進課 担当 永廣 
ＴＥＬ  096-333-2208(直通) 
Ｅ-mail  nagahiro-y@pref.kumamoto.lg.jp  
 

体育保健課健康教育班 担当 小島 
ＴＥＬ  096-333-2712（直通） 
Ｅ-mail  kojima-k-dk@pref.kumamoto.lg.jp 

mailto:nagahiro-y@pref.kumamoto.lg.jp
mailto:kojima-k-dk@pref.kumamoto.lg.jp
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事 務 連 絡 

令和６年 11 月５日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会総務課・学校保健担当課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課  

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する  

構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 12 条 第 １ 項 の 認 定 を 

受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 学 校 設 置 会 社 担 当 課  

御中 

 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

子供の目の健康を守るための啓発資料の差し替えについて 

 

 

標記の資料については、「子供の目の健康を守るための啓発資料（令和６年７月 31 日

付け事務連絡）」により情報提供したところですが、「近視について解説した資料（別添

２）」について差し替えを行いましたので改めて周知いたします。 

以上について、都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市

区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等

を通じて、その設置する学校に対して、附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務

主管課におかれてはその設置する附属学校に対して、小中高等学校を設置する学校設置

会社を所轄する構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を

受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校

に対して、周知されるようお願いします。 

 

（参考） 

・子供の目の健康を守るための啓発資料 

 (URL)https://www.mext.go.jp/content/20240730-mxt_kenshoku-000031776_11.pdf 

・近視について解説した資料 

(URL) https://www.mext.go.jp/content/20240828-mxt_kenshoku-000031776_01.pdf 

https://www.mext.go.jp/content/20240828-mxt_kenshoku-000031776_02.pdf 

・児童生徒の近視実態調査事業「調査結果報告書」等の掲載ページ 

(URL)https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1353640.htm 

  

 

 ＜本件連絡先＞ 
文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 
０３－５２５３－４１１１（内２９７６） 

https://www.mext.go.jp/content/20240730-mxt_kenshoku-000031776_11.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20240828-mxt_kenshoku-000031776_01.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20240828-mxt_kenshoku-000031776_02.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1353640.htm
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遠く の文字が読みにく い

め ほそ

と お も じ よ

つたひと

こ ん な こ と があっ た ら 、 おう ち の人に 伝えて ね！

ふく ろう先生からのお願い

お願い

②
ち かな が み つ づじ か ん

長い 時間、近く を 見続けないでね！

お願い

①
そ と あ そ

で き る だ け 外で 遊ぼう !

明る い 部屋で

暗い と き は明かり を つ け て ね

時々き ゅう け い

3 0 分に1 回は体を 動かそう！

近く で見ない

本や画 面を 目から

3 0 cm 以 上離し て ね

外で 過ごすと 近視になり にく いと 言われている よ！

熱 中 症や紫外線な ど への対 策も 忘れずにね！

せん せい ねが

ねが

ねが



（ 注） 本資料は、現時点における 科学的知見に基づき 作成し たも のであり 、今後、研究の進展に伴い、知見が変更さ れる 場合があり ます。

※1  視 力の判定については、視力1 . 0 以上を A 、同0 . 9 ～0 . 7 を B 、

同0 . 6 ～0 . 3 を C 、同0 . 3 未満を D と 区分さ れます。

※2 近視実態調査における 近視の定義は、「 眼軸長/平均角膜曲率

半径( A L /C R ) 比2 . 9 5 以上かつ 等価球面度数-0 . 5 D 以下」

を 用いています。

▶ 裸 眼視力1 . 0 未満の子供の割 合が増 加し て い ま す。

近視は、メ ガ ネなど で 矯正すれば視力がで る も のと し て 、

こ れまで あまり 問題視さ れてき ま せんでし た 。し かし 、さ まざ ま な 疫学データ の蓄積から 、

近視が将来の目の病気のリ スク を 高める 可能性があるこ と が分かっ てき ていま す。

近視について理解し 、子供たちを 近視のリ スク から 守っていきまし ょ う 。

裸眼視力1 .0 未満の者の割合の推移

目 を 守る た め に

　 文部科学省の学校保健統計調査において、日本に

おける 裸眼視力1 .0 未満の子供の割合は、約4 0 年前

と 比べて増加傾向にあり ます。

　 裸眼視力1 . 0 未満の子供の全てが近視であると は

限り ま せんが、そのう ち 、約８ ～９ 割は近視であるこ

と が指摘さ れています（ 宮浦ほか. 2 0 2 2 ）。また、令和５

年度「 児童生徒の近視実態調査事業」（ 以下、「 近視実態

調査」と いいます。）においても 、3 7 0 方式視力測定法で

裸眼視力の判定（ ※1 ）がB 、C 又はD と さ れ、近視の定

義（ ※2 ）に該当する 割合は、それぞれB（ 右眼6 0 .0 ％、

左眼5 8 .2 ％）、C（ 右眼8 4 .8 ％、左眼8 3 .4 ％）、D（ 右

眼9 4 . 5 ％、左眼9 4 . 7 ％）で、裸眼視力1 . 0 未満の多

く が近視であること が示唆さ れまし た。

近 視 の 現 況

知っ て お き た い 近視 の知 識

8 0 .0 0

7 0 .0 0

6 0 .0 0

5 0 .0 0

4 0 .0 0

3 0 .0 0

2 0 .0 0

0 .0

（ % ）

昭
和
5 4

平
成
元

令
和
４

1 0 2 0 3 0 （ 年度）

昭和6 0
5 1 .5 6

令和元
5 7 .4 7

令和元
3 4 .5 7

昭和5 6
1 4 .9 3

平成2 0
2 8 .9 3

令和元
6 7 .6 4

6 1 .2 3

7 1 .5 6

3 7 .8 8

2 4 .9 5

幼稚園

小学校

中学校

高等学校

■令和元年度までの最大

▲令和元年度までの最小

昭和5 4
3 5 .1 9

昭和5 4
1 7 .9 1

出典： 文部科学省「 学校保健統計調査」

子供 た ち の



（ 注） 本資料は、現時点における 科学的知見に基づき 作成し たも のであり 、今後、研究の進展に伴い、知見が変更さ れる 場合があり ます。

近視度数と 眼疾患のオッ ズ比

正 視と 近 視

近 視 の 要 因と リ スク

H aa r m a n  A EG, e t  a l .  2 0 2 0 を 基に作成  SE ： 等価球面度数

近視度数
（ 単位： D ）

弱度近視
（ -0 . 5 ≧S E >-3 . 0 ）

中等度近視
（ -3 . 0 ≧S E＞-6 . 0 ）

強度近視
（ -6 . 0 ≧S E ）

後嚢下白内障

2 倍

3 倍

5 倍

緑内障

2 倍

3 倍

3 倍

網膜剥離

3 倍

9 倍

1 3 倍

▶ 近視は、将来の目の病気と の

関連が 大き いこ と が分かっ てき て い ま す。

▶ 近視は、遺伝 要因と 環 境 要因の両 方が

関係する と 言われて い ま す。

　 近視のほと んど は軸性近視で あり 、軸性近視と は

「 眼球の形が前後方向に長く なって、目の中に入っ た

光線のピ ント が合う 位置が網膜より 前になっている

状態」で 、近年、子供の近視は世界中で 増加し て お

り 、特にアジアの先進諸国では多い傾向にあり ます。

　 右下の図は、近視度数ごと に、目の病気が起こ るこ

と と の関連について示し たオッ ズ比（ ※3 ）です。子供た

ち が生涯にわたり 良好な 視力を 維持する ためには、

小児期に近視の発症と 進行を 予防するこ と が極めて

重要です。

※3  オッ ズ比と は、ある 因子がある 病気の発症に関連する 程度を

表す指標で、大き いほど 関連性が強いと さ れます。な お、オッ ズ

比は何倍病気にな り やすいと いう こ と を 意味する も ので はあ

り ません。

　 近視は、遺伝要因と 環境要因の両方が関係すると

言われていますが、近年の近視の増加は、環境による

影響が大きいと 考えら れています。

　 近視実態調査では、どちら か一方の親が近視であ

る 場合、両親と も 近視ではない場合と 比べ、近視の新

規発症（ ※4 ）と の関連が大きいこと が示唆さ れまし た。

一方、環境要因と し て屋外で 過ごす時間の減少や

近業（ 近い所を 見る 作業）の増加等が指摘さ れてい

ます。

※4 近視実態調査における「 近視の新規

発症」と は、調査開始年度に近視の

定義に該当し な かっ たが、調査最終

年 度に 同 定 義に 該 当し た こ と を い

います。

親が近視であっ たと し ても 、その子供が必ずし も 近視になると は限

らず、適切な 環境で生活すること が大切です。また、親が近視である

こと で、差別やいじ め等が生じ ること のないよう 、注意が必要です。

見え 方

見え 方

正 視

近 視

焦点

網膜

角膜

水晶体

眼軸

両親の近視者の有無

近視のリ スク（ オッ ズ比）

父親のみ近視

母親のみ近視

両親と も 近視

いいえ※5

分から ない・ 答えたく ない

.2 5 .5 1 2 4 8

1.65(95%CI 1.25~2.18,p=0.001)

1.31(95%CI 1.02~1.69,p=0.035)

2.54(95%CI 2.03~3.19,p=0.001)

※5  「 いいえ」とは、両親ともに近視ではないことを意味します。

（ 注）解析について、学年以外の因子は考慮さ れていないため、留意が必要です。

近視度数と 眼疾患のオッ ズ比

見え 方



（ 注） 本資料は、現時点における 科学的知見に基づき 作成し たも のであり 、今後、研究の進展に伴い、知見が変更さ れる 場合があり ます。

　 近視実態調査で は、

「 短い休み時間でも 、出

ら れると き はいつも 外

に出る 」場合、「 ほと ん

ど 外に出な い 」場合と

比べ、視力低下（ ※6 ）と の

関連が小さ いこと が示

唆さ れまし た。

Q . 建物の影や木陰で 過ご し ても 、

近視予防に効果はある？

A . 効果があり ます。直射日光の当たら ない建物の影

や木陰でも 、近視予防に必要な光の明るさ（ 照度と して

1 ,0 0 0 ～3 ,0 0 0 ルク ス以上）を 確保すること ができま

す。日差し の強い場所では、熱中症や紫外線などの影

響にも 配慮する 必要がある ため、木陰などで 過ごすと

よいでし ょ う 。 

Q . 屋外活動は、１ 日２ 時間に

満たなく ても よ い？

A . 複数の研究結果から 、1 日2 時間以下の屋外活動

でも 近視の進行抑制に効果が得ら れる 可能性が示唆

　 　 　 　 　 さ れています。こ のため、1 日2 時間に満た  

　 　 　 　 　 　 なく と も 、なる べく 多く の時間を 屋外で

　 　 　 　 　 　 　 　 過ごし た 方が、近視抑制の観点か

　 　 　 　 　 　 　 　  ら は望まし いと 考えら れます。

よ く あ る 質 問

▶ 学校の休み時間で は、

積極的に屋外で 過ごし まし ょ う 。

▶ 学校の授業や休み時間以外では、

１日１時間半は屋外で過ごしましょう 。

▶ 休日で は、１ 日２ 時間は屋外で 過ごし まし ょ う 。 

視力低下や近 視の

予防に で き る こ と ❶ 屋外で 過ごすこと を増やし ましょ う 。

　 近視実態調査で は、休日において

屋外にいる 時間の1 日平均が「 1 2 0

分以上」の場合、「 3 0 分未満」と 比べ、

視力低下と の関連が小さ いこと が示

唆さ れまし た。

屋外で 過ごすに当たっ ては、熱中症

や紫外線などの影響にも 配慮する 必

要があるため、強い光を 避け、なるべ

く 木陰や建物の影で 過ごすと よ いで

し ょ う 。

※ 6 近視 実態調査における

「 視力低下」と は、調査開

始年度に裸眼視力A だっ

たが、調査最終年度に同

B 、C 又はD であっ たこと

をいいます。

　 近視実態調査では、

学校の授業や休み時間

以外で屋外にいる時間

（ 登下校の時間は含み

ません。）が「 9 0 分以上

1 2 0 分未満」の場合、

「 3 0 分未満」の場合と

比べ、視力低下と の関

連が小さ いこと が示唆

さ れまし た。

視力低下のリ スク（ オッ ズ比）

授業・ 休み時間以外の屋外利用の

１ 日当たり 平均時間

休日の屋外利用時間

3 0 分以上
6 0 分未満

6 0 分以上
9 0 分未満

9 0 分以上
1 2 0 分未満

3 0 分未満

1 2 0 分以上

.2 5 .5 1 2 4

視 力低下のリ スク（ オッ ズ 比）

3 0 分以上
6 0 分未満

6 0 分以上
9 0 分未満

9 0 分以上
1 2 0 分未満

3 0 分未満

1 2 0 分以上

.2 5 .5 1 2 4

0.73(95%CI 0.56
　 　 ~0.95,p=0.020)

0.67(95%CI 0.48
　 　 ~0.94,p=0.021)

休み時間の屋外利用頻度

視 力低下のリ スク（ オッ ズ比）

たまに
出る

半分く らい
出る

たいてい
出る

ほとんど
出ない

いつも
出る

.2 5 .5 1 2 4

0.66(95%CI 0.49
　 　 ~0.89,p=0.007)

（ 注）各解析について、学年以外の因子は考慮さ れていないため、留意が必要です。

（ 注）解析について、学年以外の因子は考慮さ れていないため、留意が必要です。



（ 注） 本資料は、現時点における 科学的知見に基づき 作成し たも のであり 、今後、研究の進展に伴い、知見が変更さ れる 場合があり ます。

スマート フォンやゲーム機使用に関する目を休めるためのルールの有無

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

Q . 子供の近視は、何歳から

気を 付ければよ い？

A . 小学校入学前の、なる べく 早い 時期から 気を 付

けまし ょ う 。 近視の多く は小学校3 ～4 年生頃に発症し

ます。し かし 、最近は低年齢化が進み、早い場合は6 歳

未満で近視になること があり ます。年齢が上がるに

つれて近視は進行する傾向にあるため、

予防は早めに取り かかり ましょ う 。

Q . 近視は治せる？ 

一度低下し た視力は回復できる？

A . 治るも のと 治ら ないも のがあり ます。目の使い過ぎ

による 一時的な 近視状態は、目薬などで 治療できる 場

合があり ます。し かし 、近視による 視力低下は主に軸性

近視です。一度伸びてし まっ た眼軸長を元に戻すこと は

でき ないと 言われているため、近視は予防や早期発見

がと ても 重要です。検査で 視力低下や近視を 指摘さ れ

た場合は、早めに眼科を受診し ましょ う 。

よ く あ る 質 問

視力低下や近 視の

予防に で き る こ と ❷ できる限り、近い所を見る作業は短く しましょう 。

▶ 長 時間の近い 所を 見る 作業に 気を 付けま し ょ う 。

▶ 近い 所を 見る 作 業を 行う 際は次のよ う な 点に 気を 付けま し ょ う 。

　 近視実態調査では、学校以外での電子機器の利用

について、一律に視力低下や近視の新規発症に関連

が大きいと はいえませんでし た。し かし 、「 勉強や読書

の時間」についての結果も 踏まえると 、視力低下や近

視の新規発症の予防には、「 長時間の近業に気を 付

ける 」こと が重要です。

　 一方、スマート フ ォン やゲーム機使用に関する「 目

を 休めるためのルールの有無」については、半数～7

割以上の児童生徒が「 ルールは決めていない・ 決めた

が守ら れていない」こと が把握できまし た。近視の発

症や進行の予防のためには「 自分の目は自分で守る」

と いう 意識を 持つこと が重要です。 ■ルールは決めていない・ 決めたが守ら れていない

■2 0 分～3 0 分使っ たら 、一旦休める

■1 時間使っ たら 、一旦休める

小学1 年生

小学2 年生

小学3 年生

小学4 年生

小学5 年生

小学6 年生

中学1 年生

中学2 年生

中学3 年生

男 子 女 子

割合（ % ）

● 対象から 3 0 c m 以上、目を 離す

● 3 0 分に1 回は、2 0 秒以上目を 休める

● 背筋を 伸ばし 、姿勢を 良く する

● 部屋を 十分に明るく する

● 使用する 機器の輝度（ 明る さ ）を 適切に 調節する



事 務 連 絡 

令和６年１月２５日 

 

各都道府県・指定都市・中核市保育所・認定こども園等主管課 
各都道府県・市区町村地域子ども・子育て支援事業主管課 
各 都 道 府 県 ・ 市 区 町 村 認 可 外 保 育 施 設 主 管 課 
各都道府県・指定都市・中核市障害保健福祉主管課・児童福祉主管課 
各 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 教 育 委 員 会 学 校 保 健 担 当 課 
各 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 教 育 委 員 会 幼 稚 園 事 務 担 当 課 
各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 
各都道府県・指定都市・中核市教育委員会地域学校協働活動担当課 
附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 法 人 附 属 学 校 事 務 主 管 課 
各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 
構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 1 2 条 第 １ 項 の 認 定 を 
受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 学 校 設 置 会 社 担 当 課 

御中 

 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 成 育 基 盤 企 画 課 
こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 保 育 政 策 課 
こども家庭庁成育局保育政策課認可外保育施設担当室 
こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 成 育 環 境 課 
こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 障 害 児 支 援 課 
文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 地 域 学 習 推 進 課 
文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 幼 児 教 育 課 
文部科 学省初等 中等教育 局健康教 育・食育課 

 

学校等における重症の低血糖発作時のグルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®） 

投与について 

 

平素より学校等の保健の推進に御尽力いただき御礼申し上げます。 

さて、今般、学校、保育所、幼保連携型認定こども園、放課後児童健全育成事業、放課

後子供教室、認可外保育施設、児童発達支援、放課後等デイサービス等において児童生徒

等が重症の低血糖発作を起こした場合に、当該児童生徒等に代わって教職員等がグルカゴ

ン点鼻粉末剤（バクスミー®）の投与を行うことについて、文部科学省等から厚生労働省

医政局医事課に対して別紙１のとおり照会を行ったところ、別紙２のとおり回答がありま

したので、お知らせします。 

  



重症の低血糖発作においては、当該児童生徒等が意識を失っている場合も想定されるこ

とから、傷病者発生時の対応に準じて、教職員等が連携して、迅速・的確な応急手当（一

次救命処置）、緊急連絡・救急要請などを行うことが重要です。その上で、グルカゴン点

鼻粉末剤を使用した場合には、低血糖発作を起こした児童生徒等が受診することとなる医

療機関の医療従事者が、使用済みの容器をもとにその投与状況を確認するため、当該医療

従事者又は救急搬送を行う救急隊に使用済みの容器を受け渡すとともに、実施した内容を

伝える等の対応が必要となります。 

グルカゴン点鼻粉末剤の使い方等を理解するに当たっては、日本イーライリリー株式会

社のホームページ（https://www.diabetes.co.jp/consumer/usage-baqsimi/teacher）

も御参照ください。 

また、本事務連絡は消防庁と協議済みであることを申し添えます。 

ついては、都道府県・指定都市・中核市保育所・認定こども園等主管課におかれては所

管の保育所・認定こども園等及び域内の市（指定都市及び中核市を除く。）区町村保育

所・認定こども園等主管課に対して、地域子ども・子育て支援事業主管課及び認可外保育

施設主管課におかれては域内の放課後児童健全育成事業の事業者及び認可外保育施設に対

して、都道府県・指定都市・中核市障害保健福祉主管課・児童福祉主管課におかれては域

内の児童発達支援、放課後等デイサービス事業所に対して、都道府県・指定都市教育委員

会担当課におかれては所管の学校及び域内の市（指定都市を除く。）区町村教育委員会に

対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する

学校に対して、国公立大学法人担当課におかれてはその設置する附属学校に対して、文部

科学大臣所轄学校法人担当課におかれてはその設置する学校に対して、構造改革特別区域

法（平成14年法律第189号）第12条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担

当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して周知されるようお願いします。 

https://www.diabetes.co.jp/consumer/usage-baqsimi/teacher


こ 成 基 第 １ 号  

こ 成 環 第 １ 号  

こ 支 障 第 ４ 号  

５初健食第１４号  

令和６年１月２２日  

 

厚生労働省医政局医事課長 殿 

 

こども家庭庁成育局成育基盤企画課長 
こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 成 育 環 境 課 長 
こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 障 害 児 支 援 課 長 
文部科学省総合教育政策局地域学習推進課長 
文部科学省初等中等教育局幼児教育課長 
文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長 
（ 公 印 省 略 ） 

 

医師法第 17 条の解釈について（照会） 

 

標記の件について、下記のとおり照会しますので、御回答いただくようお願いします。 

 

記 

 

学校、保育所、幼保連携型認定こども園、放課後児童健全育成事業、放課後子供教室、認

可外保育施設、児童発達支援、放課後等デイサービス等（以下「学校等」という。）に在籍

する幼児、児童、生徒、学生又は学校等を利用する児童（以下「児童等」という。）が重症

の低血糖発作を起こし、生命が危険な状態等である場合に、現場に居合わせた教職員を含む

職員又はスタッフ（以下「教職員等」という。）が、グルカゴン点鼻粉末剤 （「バクスミーⓇ」）

を自ら投与できない本人に代わって投与する場合が想定されるが、当該行為は緊急やむを

得ない措置として行われるものであり、次の４つの条件を満たす場合には、医師法 （昭和 23

年法律第 201 号）違反とはならないと解してよいか。 

① 当該児童等及びその保護者が、事前に医師から、次の点に関して書面で指示を受けてい

ること。 

・ 学校等においてやむを得ずグルカゴン点鼻粉末剤を使用する必要性が認められる児

童等であること 

・ グルカゴン点鼻粉末剤の使用の際の留意事項 

  



② 当該児童等及びその保護者が、学校等に対して、やむを得ない場合には当該児童等にグ

ルカゴン点鼻粉末剤を使用することについて、具体的に依頼 （医師から受けたグルカゴン

点鼻粉末剤の使用の際の留意事項に関する書面を渡して説明しておくこと等を含む｡）し

ていること。 

③ 当該児童等を担当する教職員等が、次の点に留意してグルカゴン点鼻粉末剤を使用す

ること。 

・ 当該児童等がやむを得ずグルカゴン点鼻粉末剤を使用することが認められる児童等

本人であることを改めて確認すること 

・ グルカゴン点鼻粉末剤の使用の際の留意事項に関する書面の記載事項を遵守するこ

と 

④ 当該児童等の保護者又は教職員等は、グルカゴン点鼻粉末剤を使用した後、当該児童等

を必ず医療機関で受診させること。 

 

以上 



医政医発 0122 第３号 

令和６年１月 22 日 

 

こど も家 庭庁成育 局成育 基盤企画課 長 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 成 育 環 境 課 長 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 障 害 児 支 援 課 長 

文部科学省総合教育政策局地域学習推進課長 

文部科学省初等中等教育局幼児教育課長 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長 

 

厚生労働省医政局医事課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

医師法第 17 条の解釈について（回答） 

 

令和６年１月 22 日付けこ成基第１号、こ成環第１号、こ支障第４号及び５初健食第 14 号

をもって照会のあった件について、下記のとおり回答します。 

 

記 

 

貴見のとおり。 

なお、一連の行為の実施に当たっては、児童等のプライバシーの保護に十分配慮がなされ

るよう強くお願いする。 

 

殿 



事 務 連 絡

平成２８年２月２９日

各都道府県・指定都市教育委員会学校保健主管課

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 御中

附属学校を置く各国立大学法人事務局

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課

学校におけるてんかん発作時の坐薬挿入について

平素より学校保健の推進にご尽力いただきまして、御礼申し上げます。

てんかんの発作が起きた場合に、生命の危険が生じる可能性もあり、医師法違反となら

ない範囲を示すことができないかを確認するため、文部科学省から別紙１のとおり疑義照

会を行ったところ、厚生労働省から別紙２のとおり回答がありました。

つきましては、都道府県教育委員会においては域内の市区町村教育委員会に対して、都

道府県私立学校主管課においては所管の私立学校に対して、国立大学法人事務局にあって

は管下の学校に対して周知いただき、適切に対応くださいますよう、よろしくお願いいた

します。

（本件担当）

文部科学省初等中等教育局

健康教育・食育課保健管理係

TEL:03-5253-4111（内線2976）

FAX:03-6734-3794









事  務  連  絡 

令和４年７月 19 日 

各 都 道 府 県 ・ 市 区 町 村 保 育 主 管 課 

各都道府県・市区町村地域子ども・子育て支援事業主管課  

各都道府県・市区町村認可外保育施設主管課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

各都道府県・指定都市教育委員会学校保健担当課 

各都道府県・指定都市教育委員会幼稚園事務担当課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 御中 
各都道府県・指定都市・中核市教育委員会地域学校協働活動担当課 

附属学校を置く各国立大学法人附属学校事務主管課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

内閣府子ども・子育て本部参事官（認定こども園担当）付 

文部科学省総合教育政策局地域学習推進課 

文部科学省初等中等教育局幼児教育課 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課  

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 総 務 課 

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 保 育 課 

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課 

学校等におけるてんかん発作時の口腔用液（ブコラム®）の投与について 

平素より学校等の保健の推進に御尽力いただき御礼申し上げます。

さて、学校における児童生徒等のてんかん発作時における教職員等による坐

薬挿入については、「学校におけるてんかん発作時の坐薬挿入について」（平成

28 年２月 29 日付け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡）、「学

校におけるてんかん発作時の坐薬挿入について（依頼）」（平成 29年８月 22日

付け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡）において、お示しを

しているところです。 

また、保育所、幼保連携型認定こども園、放課後児童健全育成事業、放課後子

供教室等におけるてんかん発作時の坐薬挿入についても、「教育・保育施設等に

おけるてんかん発作時の坐薬挿入に係る医師法第 17条の解釈について」（平成



29 年８月 22 日付け内閣府子ども・子育て本部参事官（認定こども園担当）、文

部科学省生涯学習政策局社会教育課長、厚生労働省医政局医事課長、厚生労働省

子ども家庭局保育課長、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長連名通知）にお

いてお示しをしているところです。

今般、学校、保育所、幼保連携型認定こども園、放課後児童健全育成事業、放

課後子供教室、認可外保育施設等において児童生徒等がてんかんの発作を起こ

した場合に、当該児童生徒等に代わって教職員等が口腔用液（ブコラム®）の投

与を行うことについて、文部科学省等から厚生労働省医政局医事課に対して別

紙１のとおり照会を行ったところ、別紙２のとおり回答がありましたので、お知

らせいたします。 

また、ブコラム®を使用した場合には、てんかん発作を起こした児童生徒等が

受診することとなる医療機関の医療従事者が、使用済みの容器をもとにその投

与状況を確認するため、当該医療従事者又は救急搬送を行う救急隊に使用済み

の容器を受け渡すとともに、実施した内容を伝える等の対応が必要となります。 

なお、０～６ヵ月の乳児に対しては、保育所等においてブコラム®を預かり、

職員等が投与することは想定されていません。 

ブコラム®の使い方等を理解するに当たっては、武田薬品工業株式会社のホー

ムページ（https://www.buccolam.jp/）も御参照ください。

また、本事務連絡は消防庁と協議済みであることを申し添えます。

 つきましては、都道府県・市町村保育主管課、地域子ども・子育て支援事業主

管課及び認可外保育施設主管課におかれては域内の保育所、放課後児童健全育

成事業の事業者及び認可外保育施設に対して、都道府県・指定都市・中核市認定

こども園主管課におかれては所管の認定こども園及び域内の市（指定都市及び

中核市を除く。）区町村認定こども園主管課に対して、都道府県・指定都市教育

委員会担当課におかれては所管の学校及び域内の市（指定都市を除く。）区町村

教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人

等を通じてその設置する学校に対して、国立大学法人担当課におかれてはその

設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人担当課におかれてはそ

の設置する学校に対して、構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第

12 条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては

所轄の学校設置会社及び学校に対して周知されるようお願いいたします。 

以上 

https://www.buccolam.jp/


府 子 本 第 7 6 6 号 

４ 初 健 食 第 1 7 号 

子 総 発 071 4 第 １ 号 

子 保 発 0 7 1 4 第 １ 号 

子 子 発 071 4 第 １ 号 

令 和 ４ 年 ７ 月 14 日 

厚生労働省医政局医事課長 殿 

内閣府子ども・子育て本部参事官（認定子ども園担当） 

文部科学省総合教育政策局地域学習推進課長 

文部科学省初等中等教育局幼児教育課長 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長 

厚生労働省子ども家庭局総務課長 

厚生労働省子ども家庭局保育課長 

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長 

（ 公 印 省 略 ） 

医師法第 17 条の解釈について（照会） 

標記の件について、下記のとおり照会しますので、御対応くださるようお願

い申し上げます。 

記 

学校、保育所、幼保連携型認定こども園、放課後児童健全育成事業、放課

後子供教室、認可外保育施設等（以下「学校等」という。）で在籍する幼児、

児童、生徒又は利用する児童（以下「児童等」という。）がてんかんによるひ

きつけを起こし、 生命が危険な状態等である場合に、現場に居合わせた教職

員を含む職員又はスタッフ（以下「教職員等」という。）が、口腔用液（「ブ

コラムⓇ」）を自ら投与できない本人に代わって投与する場合が想定されるが、 

当該行為は緊急やむを得ない措置として行われるものであり、 次の４つの条

件を満たす場合には、医師法違反とはならないと解してよろしいか。 

① 当該児童等及びその保護者が、事前に医師から、次の点に関して書面で



指示を受けていること。 

・ 学校等においてやむを得ずブコラムⓇを使用する必要性が認められる 

児童等であること 

・ ブコラムⓇの使用の際の留意事項 

② 当該児童等及びその保護者が、学校等に対して、やむを得ない場合には

当該児童等にブコラムⓇを使用することについて、具体的に依頼 (医師か

ら受けたブコラムⓇの使用の際の留意事項に関する書面を渡して説明して

おくこと等を含む｡) していること。 

③ 当該児童等を担当する教職員等が、次の点に留意してブコラムⓇを使用

すること。 

・ 当該児童等がやむを得ずブコラムⓇを使用することが認められる児童等

本人であることを改めて確認すること 

・ ブコラムⓇの使用の際の留意事項に関する書面の記載事項を遵守するこ

と 

④ 当該児童等の保護者又は教職員等は、ブコラムⓇを使用した後、当該児

童等を必ず医療機関で受診させること。 

 

 



 

医政医発 0715 第２号 

令 和 ４ 年 ７ 月 15 日 

 

内閣府子ども・子育て本部参事官（認定子ども園担当） 

文部科学省総合教育政策局地域学習推進課長 

文部科学省初等中等教育局幼児教育課長 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長  殿 

厚生労働省子ども家庭局総務課長 

厚生労働省子ども家庭局保育課長 

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長 

 

 

 

厚生労働省医政局医事課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

医師法第 17 条の解釈について（回答） 

 

令和４年７月 14 日付け府子本第 766 号、４初健食第 17号、子総発 0714 第１

号、子保発 0714 第１号、子子発 0714 第１号をもって照会のあった件について、

下記のとおり回答いたします。 

 

記 

 

貴見のとおり。 

なお、一連の行為の実施に当たっては､てんかんという疾病の特性上、学校、

保育所、幼保連携型認定こども園、放課後児童健全育成事業、放課後子供教

室、認可外保育施設等において在籍する幼児、児童、生徒又は利用する児童

のプライバシーの保護に十分配慮がなされるよう強くお願いする。 

 



事 務 連 絡 

令和８年４月１６日 

 

各都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市保育主管課 

各 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 ・ 中 核 市 認 定 こ ど も 園 主 管 課 

各都道府県・指定都市・中核市地域子ども・子育て支援事業主管課 

各都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市認可外保育施設担当課  

各都道府県・指定都市・中核市乳児等通園支援事業主管課 

各都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市児童福祉主管課 

各都道府県・指定都市・中核市児童相談所設置市障害保健福祉主管課・児童福祉主管課  

各 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 教 育 委 員 会 学 校 保 健 担 当 課 

各 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 教 育 委 員 会 幼 稚 園 事 務 担 当 課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

各都道府県・指定都市・中核市教育委員会地域学校協働活動担当課 

附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 法 人 附 属 学 校 事 務 主 管 課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 １ ２ 条 第 １ 項 の 認 定 を 

受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 学 校 設 置 会 社 担 当 課 

御中 

 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 保 育 政 策 課 

こども家庭庁成育局保育政策課認可外保育施設担当室 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 成 育 基 盤 企 画 課 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 成 育 環 境 課 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 家 庭 福 祉 課 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 障 害 児 支 援 課 

文 部 科学省 総 合教育 政策局健 康教育・ 食育 課 

文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 地 域 学 習 推 進 課 

文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 幼 児 教 育 課 

 

 

学校等におけるてんかん発作時のジアゼパム点鼻液 （スピジア®）の

投与について 

 

平素より学校等の保健の推進に御尽力いただき御礼申し上げます。 

今般、学校、保育所、認定こども園、家庭的保育事業等、放課後児童健全育成事業、子育て短期支

援事業、児童育成支援拠点事業、放課後子供教室、認可外保育施設、児童自立生活援助事業、児童発

達支援、放課後等デイサービス等において児童生徒等がてんかん発作を起こし、生命が危険な状態等

である場合に、当該児童生徒等に代わって教職員等がジアゼパム点鼻液 （スピジア®）の投与を行う

ことについて、こども家庭庁及び文部科学省から厚生労働省医政局医事課に対して別紙１のとおり



照会を行ったところ、別紙２のとおり回答がありましたので、お知らせします。 

学校等においては、児童生徒等及びその保護者からてんかん発作時のジアゼパム点鼻液の投与に

ついて依頼があった場合には、別紙１の４つの条件に基づき、医師の指示を確認するとともに、保護

者等と対応について協議を行い、共通理解を図ることが必要となります。また、児童生徒等がてんか

ん発作を起こした場合に適切な行動ができるよう、教職員等で日頃からの準備として定期的な研修

や訓練を行うこと等も重要です。 

てんかん発作においては、当該児童生徒等が意識を失っている場合も想定されることから、傷病者

発生時の対応に準じて、教職員等が連携して、迅速・的確な応急手当（一次救命処置）、保護者や医

療機関への緊急連絡、救急要請などによる医療機関受診が重要です。その上で、ジアゼパム点鼻液を

使用した場合には、てんかん発作を起こした児童生徒等が受診することとなる医療機関の医療従事

者が、使用済みの容器をもとにその投与状況を確認するため、当該医療従事者又は救急搬送を行う救

急隊に使用済みの容器を受け渡すとともに、実施した内容を伝える等の対応が必要となります。 

なお、０～５歳の乳幼児に対しては、保育所等においてジアゼパム点鼻液を預かり、職員等が投与

することは想定されていません。 

ジアゼパム点鼻液の使い方等を理解するに当たっては、製造販売業者のホームページ

（https://spydia.jp/）を御参照ください。 

教育委員会においては、てんかん等に対する緊急時対応マニュアル等の整備や教職員研修会の開

催を行っている事例もあり、こうした取組について公益財団法人日本学校保健会が作成した 「てんか

ん及び重症の低血糖への対応における学校と医療機関等の連携に係る好事例集」も御参照ください。 

また、本事務連絡は消防庁と協議済みであることを申し添えます。 

ついては、本件について、管内の市区町村、関係機関及び学校・施設・事業者等に対して周知され

るようお願いします。 

なお、医療機関においても、学校等や教育委員会と連携し、本事務連絡や学校等の体制を踏まえて、

ジアゼパム点鼻液の処方及び指示を出していただけるよう、別途、公益社団法人日本医師会に対して、

各都道府県医師会等に周知されるよう依頼しております。 

 

【参考資料】 

（公益財団法人日本学校保健会） 

○「てんかん及び重症の低血糖への対応における学校の医療機関等の連携に係る好事例集」 

https://www.gakkohoken.jp/books/archives/285 

 

 

https://spydia.jp/
https://www.gakkohoken.jp/books/archives/285


こ 成 保 第 344 号 

こ 成 基 第 9 5 号 

こ 成 環 第 291 号 

こ 支 家 第 237 号 

こ 支 障 第 110 号 

８ 教 健 食 第 ４ 号 

令和８年４月１４日 

 

厚生労働省医政局医事課長 殿 

 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 保 育 政 策 課 長 
こど も家 庭庁 成 育局 成育 基 盤企 画課 長 
こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 成 育 環 境 課 長 
こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 家 庭 福 祉 課 長 
こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 障 害 児 支 援 課 長 
文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課長 
文部科学省総合教育政策局地域学習推進課長 
文部科学省初等中等教育局幼児教育課長 

 

 

医師法第１７条の解釈について（照会） 

 

標記の件について、下記のとおり照会しますので、御回答いただくようお願いします。 

 

記 

 

学校、保育所、認定こども園、家庭的保育事業等、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、

児童育成支援拠点事業、放課後子供教室、認可外保育施設、児童自立生活援助事業、児童発達支援、

放課後等デイサービス等（以下「学校等」という。）に在籍又は利用する幼児、児童、生徒、学生（以

下「児童等」という。）がてんかん発作を起こし、生命が危険な状態等である場合に、現場に居合わ

せた教職員を含む職員又はスタッフ（以下「教職員等」という。）が、ジアゼパム点鼻液（「スピジア

®」）を自ら投与できない本人に代わって投与する場合が想定されるが、当該行為は緊急やむを得ない

措置として行われるものであり、次の４つの条件を満たす場合には、医師法（昭和２３年法律第２０

１号）第１７条違反とはならないと解してよいか。 

 

① 当該児童等及びその保護者が、事前に医師から、次の点に関して書面で指示を受けていること。 

・ 学校等においてやむを得ずジアゼパム点鼻液を使用する必要性が認められる児童等である

こと 

・ ジアゼパム点鼻液を使用する際の留意事項 



② 当該児童等及びその保護者が、学校等に対して、やむを得ない場合には当該児童等にジアゼパ

ム点鼻液を使用することについて、具体的に依頼（医師から受けたジアゼパム点鼻液を使用する

際の留意事項に関する書面を渡して説明しておくこと等を含む｡）していること。 

③ 当該児童等を担当する教職員等が、次の点に留意してジアゼパム点鼻液を使用すること。 

・ 当該児童等がやむを得ずジアゼパム点鼻液を使用することが認められる児童等本人である

ことを改めて確認すること 

・ ジアゼパム点鼻液を使用する際の留意事項に関する書面の記載事項を遵守すること 

④ 当該児童等の保護者又は教職員等は、ジアゼパム点鼻液を使用した後、当該児童等を必ず医療

機関で受診させること。 

 

以上 



 

医政医発 0415 第１号 

令和８年４月 15 日 

 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 保 育 政 策 課 長 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 成 育 基 盤 企 画 課 長 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 成 育 環 境 課 長 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 家 庭 福 祉 課 長 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 障 害 児 支 援 課 長 

文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課長 

文部科学省総合教育政策局地域学習推進課長 

文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 幼 児 教 育 課 長 

 

厚生労働省医政局医事課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

医師法第 17 条の解釈について（回答） 

 

令和８年４月 14 日付けこ成保第 344 号、こ成基第 95 号、こ成環第 291 号、こ支家第 237

号、こ支障第 110 号、８教健食第４号をもって照会のあった件について、下記のとおり回答

します。 

 

記 

 

貴見のとおり。 

なお、一連の行為の実施に当たっては、児童等のプライバシーの保護に十分配慮がなされ

るよう強くお願いする。 

 



事 務 連 絡 

令和８年４月１６日 

 

各都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市保育主管課 

各 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 ・ 中 核 市 認 定 こ ど も 園 主 管 課 

各都道府県・指定都市・中核市地域子ども・子育て支援事業主管課 

各都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市認可外保育施設担当課  

各都道府県・指定都市・中核市乳児等通園支援事業主管課 

各都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市児童福祉主管課 

各都道府県・指定都市・中核市児童相談所設置市障害保健福祉主管課・児童福祉主管課 

各 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 教 育 委 員 会 学 校 保 健 担 当 課 

各 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 教 育 委 員 会 幼 稚 園 事 務 担 当 課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

各都道府県・指定都市・中核市教育委員会地域学校協働活動担当課 

附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 法 人 附 属 学 校 事 務 主 管 課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 １ ２ 条 第 １ 項 の 認 定 を 

受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 学 校 設 置 会 社 担 当 課 

御中 

 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 保 育 政 策 課 

こども家庭庁成育局保育政策課認可外保育施設担当室 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 成 育 基 盤 企 画 課 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 成 育 環 境 課 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 家 庭 福 祉 課 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 障 害 児 支 援 課 

文部 科学省総 合教育政 策局健康 教育・食 育課 

文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 地 域 学 習 推 進 課 

文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 幼 児 教 育 課 

 

 

学校等におけるアナフィラキシーショック時のアドレナリン点鼻液（ネフィー®）
の投与について 

 

平素より学校等の保健の推進に御尽力いただき御礼申し上げます。 

今般、学校、保育所、認定こども園、家庭的保育事業等、放課後児童健全育成事業、子育て短期支

援事業、児童育成支援拠点事業、放課後子供教室、認可外保育施設、児童自立生活援助事業、児童発

達支援、放課後等デイサービス等において児童生徒等がアナフィラキシーショックを起こし、生命が

危険な状態等である場合に、当該児童生徒等に代わって教職員等がアドレナリン点鼻液 （ネフィー®）
の投与を行うことについて、こども家庭庁及び文部科学省から厚生労働省医政局医事課に対して別



紙１のとおり照会を行ったところ、別紙２のとおり回答がありましたので、お知らせします。 

学校等においては、児童生徒等及びその保護者からアナフィラキシーショック時のアドレナリン

点鼻液の投与について依頼があった場合には、別紙１の４つの条件に基づき、医師の指示を確認する

とともに、保護者等と対応について協議を行い、共通理解を図ることが必要となります。また、児童

生徒等がアナフィラキシーショックを起こした場合に適切な行動ができるよう、教職員等で日頃か

らの準備として定期的な研修や訓練を行うこと等も重要です。 

アナフィラキシーショック時においては、当該児童生徒等が意識を失っている場合も想定される

ことから、傷病者発生時の対応に準じて、教職員等が連携して、迅速・的確な応急手当（一次救命処

置）、保護者や医療機関への緊急連絡、救急要請などによる医療機関受診が重要です。その上で、ア

ドレナリン点鼻液を使用した場合には、アナフィラキシーショックを起こした児童生徒等が受診す

ることとなる医療機関の医療従事者が、使用済みの容器をもとにその投与状況を確認するため、当該

医療従事者又は救急搬送を行う救急隊に使用済みの容器を受け渡すとともに、実施した内容を伝え

る等の対応が必要となります。 

アドレナリン点鼻液の使い方等を理解するに当たっては、製造販売業者のホームページ

（https://www.neffy.net/）を御参照ください。 

アレルギー疾患に対する緊急時の対応や研修等については、引き続き、 「保育所におけるアレルギ

ー対応ガイドライン（2019 年改訂版）」や公益財団法人日本学校保健会が作成した「学校における

アレルギー疾患に対する取組ガイドライン（令和元年度改訂）」を御参照ください。 

また、本事務連絡は消防庁と協議済みであることを申し添えます。 

ついては、本件について、管内の市区町村、関係機関及び学校・施設 ・事業者等に対して周知され

るようお願いします。 

なお、医療機関においても、学校等や教育委員会と連携し、本事務連絡や学校等の体制を踏まえて、

アドレナリン点鼻液の処方及び指示を出していただけるよう、別途、公益社団法人日本医師会に対し

て、各都道府県医師会等に周知されるよう依頼しております。 

 

【参考資料】 

（こども家庭庁） 

○「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（2019 年改訂版）」 

  https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-

5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/cc94d067/20240205_policies_hoiku_86.pdf 

 

 

 

 

（公益財団法人日本学校保健会） 

○「学校におけるアレルギー疾患に対する取組ガイドライン（令和元年度改訂）」 

https://www.gakkohoken.jp/books/archives/226 

 

 

https://www.neffy.net/
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-
https://www.gakkohoken.jp/books/archives/226


こ 成 保 第 343 号 

こ 成 基 第 9 4 号 

こ 成 環 第 290 号 

こ 支 家 第 236 号 

こ 支 障 第 111 号 

８ 教 健 食 第 ５ 号 

令和８年４月１４日 

 

厚生労働省医政局医事課長 殿 

 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 保 育 政 策 課 長 
こど も家 庭庁 成 育局 成育 基 盤企 画課 長 
こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 成 育 環 境 課 長 
こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 家 庭 福 祉 課 長 
こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 障 害 児 支 援 課 長 
文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課長 
文部科学省総合教育政策局地域学習推進課長 
文部科学省初等中等教育局幼児教育課長 

 

 

医師法第１７条の解釈について（照会） 

 

標記の件について、下記のとおり照会しますので、御回答いただくようお願いします。 

 

記 

 

学校、保育所、認定こども園、家庭的保育事業等、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、

児童育成支援拠点事業、放課後子供教室、認可外保育施設、児童自立生活援助事業、児童発達支援、

放課後等デイサービス等（以下「学校等」という。）に在籍又は利用する幼児、児童、生徒、学生 （以

下「児童等」という。）がアナフィラキシーショックを起こし、生命が危険な状態等である場合に、

現場に居合わせた教職員を含む職員又はスタッフ（以下「教職員等」という。）が、アドレナリン点

鼻液 （「ネフィー®」）を自ら投与できない本人に代わって投与する場合が想定されるが、当該行為は

緊急やむを得ない措置として行われるものであり、次の４つの条件を満たす場合には、医師法 （昭和

２３年法律第２０１号）第１７条違反とはならないと解してよいか。 

 

① 当該児童等及びその保護者が、事前に医師から、次の点に関して書面で指示を受けていること。 

・ 学校等においてやむを得ずアドレナリン点鼻液を使用する必要性が認められる児童等であ

ること 

・ アドレナリン点鼻液を使用する際の留意事項 



② 当該児童等及びその保護者が、学校等に対して、やむを得ない場合には当該児童等にアドレナ

リン点鼻液を使用することについて、具体的に依頼 （医師から受けたアドレナリン点鼻液を使用

する際の留意事項に関する書面を渡して説明しておくこと等を含む｡）していること。 

③ 当該児童等を担当する教職員等が、次の点に留意してアドレナリン点鼻液を使用すること。 

・ 当該児童等がやむを得ずアドレナリン点鼻液を使用することが認められる児童等本人であ

ることを改めて確認すること 

・ アドレナリン点鼻液を使用する際の留意事項に関する書面の記載事項を遵守すること 

④ 当該児童等の保護者又は教職員等は、アドレナリン点鼻液を使用した後、当該児童等を必ず医

療機関で受診させること。 

 

以上 



 

医政医発 0415 第２号 

令和８年４月 15 日 

 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 保 育 政 策 課 長 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 成 育 基 盤 企 画 課 長 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 成 育 環 境 課 長 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 家 庭 福 祉 課 長 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 障 害 児 支 援 課 長 

文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課長 

文部科学省総合教育政策局地域学習推進課長 

文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 幼 児 教 育 課 長 

 

厚生労働省医政局医事課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

医師法第 17 条の解釈について（回答） 

 

令和８年４月 14 日付けこ成保第 343 号、こ成基第 94 号、こ成環第 290 号、こ支家第 236

号、こ支障第 111 号、８教健食第５号をもって照会のあった件について、下記のとおり回答

します。 

 

記 

 

貴見のとおり。 

なお、一連の行為の実施に当たっては、児童等のプライバシーの保護に十分配慮がなされ

るよう強くお願いする。 

 



 

医 薬 監 麻 発 0 5 1 9 第 1 号 

警 察 庁 丁 人 少 発 第 5 1 2 号 

警 察 庁 丁 組 二 発 第 1 8 6 号 

消 政 策 第 2 1 3 号 

こ 成 安 第 9 5 号 

法 務 省 秘 総 第 3 5 号 

財 関 第 5 5 8 号 

８ 教 健 食 第 1 0 号 

令 和 ８ 年 ５ 月 1 9 日 

 

各都道府県・指定都市衛生主管部（局）長 

各都道府県・指定都市青少年行政主管部（局）長 

各都道府県・指定都市消費者行政主管部（局）長 

各都道府県・指定都市教育委員会学校保健主管課長 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 長 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた  

学校設置会社を所轄する各地方公共団体の 

学 校 設 置 会 社 担 当 課 長 

各 国 公 私 立 大 学 法 人 担 当 課 長 

各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 担 当 課 長 

各都道府県教育委員会専修学校主管課 長 

 

            

厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長 
警 察 庁 生 活 安 全 局 人 身 安 全 ・ 少 年 課 長 

警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第二課長 
消 費 者 庁 消 費 者 政 策 課 長 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 安 全 対 策 課 長 
法 務 省 大 臣 官 房 秘 書 課 長 

財 務 省 関 税 局 調 査 課 長 
文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

各種運動・月間等における薬物乱用防止に係る広報啓発活動の充実強化に

ついて（依頼） 

 

政府では、薬物乱用の根絶のため、令和５年８月、薬物乱用対策推進会議にお

いて策定した「第六次薬物乱用防止五か年戦略」に基づき、関係省庁が連携した

総合的な薬物乱用防止対策を推進しているところです。 

今般、警察庁が発表した「令和７年における組織犯罪の情勢（※１）」による

殿 



 
 

と、令和７年中の我が国の薬物情勢は、大麻事犯の検挙人員が6,832人で過去最多

となり、このうち、検挙人員の７割以上が依然として30歳未満であり、若年層に

おける大麻の乱用拡大が継続していることから、我が国は引き続き「若年者大麻

乱用期」の渦中にあると言えます。 

また、覚醒剤事犯の検挙人員や押収量は、ともに昨年より増加しているほか、

再犯者率が64.6%と昨年と同水準であることから、我が国における根強い覚醒剤

需要について憂慮すべき事態が続いております。 

さらに、麻薬及び向精神薬事犯の検挙人員は1,334人と昨年から増加しており、

このうち、コカインの検挙人員が804人と、前年より大幅に増加し過去最多となっ

ています。 

一方で、危険ドラッグ事犯の検挙人員は、366人と昨年よりも大幅に減少しまし

たが、他の薬物と同様に流通ルートの潜在化が継続していることから、引き続き

警戒が必要となっています。 

こうした中、薬物乱用による健康被害等の危険性、青少年の被害・非行の防止、

犯罪の予防・再犯防止等について、国民に深く理解を促すための各種運動・月間

等（※２）の時期を迎えます。 

つきましては、貴職及び貴管下市町村等関係機関におかれましては、当該時期

において、下記の事項に御留意いただき、資料を有効に活用するなどして、薬物

乱用防止のための広報啓発活動に重点的に取り組んでいただきますようお願い

いたします。 

 
※１ 警察庁「令和７年における組織犯罪の情勢」 

https://www.npa.go.jp/news/release/r7jyousei_shuusei.pdf  
 

※２ 各種運動・月間等 
 ・「不正大麻・けし撲滅運動」（５月～６月） 

 ・「『ダメ。ゼッタイ。』普及運動」（６月20日～７月19日） 
 ・「薬物乱用防止広報強化期間」（６月～７月） 

 ・「青少年の被害・非行防止全国強調月間」（７月） 
 ・「“社会を明るくする運動”強調月間」（７月） 

 ・「再犯防止啓発月間」（７月） 
 ・「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」（10月～11月） 

 

記 

 

１ 薬物乱用に関する正しい知識の周知徹底 

昨今、増加傾向が顕著な大麻の乱用に関しては、海外の一部の国における

大麻の嗜好・医療・産業目的での解禁による影響や、インターネット上での

「身体への影響がない」「依存性がない」等の誤情報の流布等により、国民、

https://www.npa.go.jp/news/release/r7jyousei_shuusei.pdf


 
 

特に若年層による大麻の乱用が助長されているおそれがある。 

また、近年大麻の乱用形態が変化し、大麻濃縮物である大麻ワックス、大

麻リキッド等が我が国に流入しその乱用拡大が懸念される状況にある。 

政府としては、このような薬物情勢に鑑み、薬物乱用の危険性や健康被害

等の情報を広く周知するため、過度に恐怖を煽る表現とならないよう留意し

つつ、また、二次予防及び三次予防の観点についても配慮しながら、啓発内

容の充実に努めていくことが必要であると考えている。 

このため、青少年、保護者、学校関係者、薬物乱用防止指導員等のほか、

地域で牽引的役割を担っている少年補導センター等の少年補導委員、少年警

察ボランティア、青少年指導員、青少年相談員、民生委員、保護司等の指導

者に対しても、大麻を始めとする薬物の危険性・有害性に関する正しい知識

を周知徹底し、薬物乱用根絶のための更なる気運の醸成を図る。 

 

 ２ 青少年に対する広報啓発活動の強化 

   薬物乱用を防止するためには、早い時期から薬物乱用の危険性についての

正しい知識を身につけ、地域全体で薬物乱用を防止する規範意識を向上させ

ることが重要である。 

  このため、学校等において、薬物乱用に関する正しい知識・情報を周知す

るための取組を積極的に推進するとともに、薬物乱用防止教育を受ける機会

の少ない有職・無職の少年に対しても正しい知識・情報が周知されるよう、

労働関係機関・青少年労働関係団体等と連携し、訴求対象に応じた広報媒体

を活用する等、効果的な啓発活動に努める。 

また、青少年がインターネットを通じて乱用薬物等の誤った情報に触れる

危険性が増加していることから、各地方公共団体の相談窓口、インターネッ

ト・ホットラインセンターや「あやしいヤクブツ連絡ネット」等の周知・利

用促進を図るとともに、保護者や地域の指導者等に対しては、青少年のイン

ターネットの適切な利用についても併せて周知する。 

 

３ 薬物再乱用防止対策の充実強化及び相談窓口等の周知徹底 

我が国の覚醒剤事犯については、総検挙人員の６割以上が再犯者であり、

再乱用防止対策の強化が喫緊の課題とされている。 

薬物の再乱用防止を図るためには、薬物乱用者本人に対する適切な治療、

社会復帰支援及びその家族への支援体制の整備が重要である。 

このような薬物再乱用防止対策を充実強化するため、薬物乱用者や薬物問

題を抱える家族等が早期に相談でき、個々の状態及び状況に応じたきめ細や

かな支援が受けられるよう、地域における相談窓口等の周知徹底を図る。 



 
 

 

４ 関係機関等の連携強化 

  薬物乱用の防止を一層推進するためには、地域全体、ひいては社会全体に

おける薬物根絶意識の醸成を図ることが重要であり、関係機関、団体等が連

携を密にし、一丸となって各種取組を推進する必要がある。 

  このため、広報啓発活動の実施に当たっては、薬物乱用対策推進地方本部

等の枠組みを積極的に活用して、関係機関・部局間の情報共有を図るととも

に、標記運動・月間等に係る取組の充実強化を図るなど、関係機関、団体等

が連携を密にした効果的な啓発活動を推進する。 

  また、青少年の薬物再乱用防止の観点から、「子ども・若者支援地域協議

会」、「要保護児童対策地域協議会」、「少年サポートチーム」等、困難を

抱える青少年を地域において支援するための枠組みを有効活用し、薬物問題

を抱える青少年やその家族等が継ぎ目なく、安心して適切な支援を受けられ

るよう努める。 

 

資料１ 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の実施について〔厚生労働省〕   

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iry

ou/iyakuhin/yakubuturanyou/other/damezettai_r7.html 

資料２ 麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動の実施について〔厚生労働省〕   

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iry

ou/iyakuhin/yakubuturanyou/other/ranyoubousiundou_00001.htm

l 

資料３ 薬物乱用防止啓発訪問事業〔厚生労働省〕 

https://www.d-info.net/ 

資料４ 青少年向け普及啓発用パンフレット「薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

健康に生きようパート39」〔厚生労働省〕 

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001660125.pdf 

資料５ ご家族の薬物問題でお困りの方へ（家族読本）〔厚生労働省〕 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iry

ou/iyakuhin/yakubuturanyou/other/kazoku_dokuhon.html 

資料６ あやしいヤクブツ連絡ネット〔厚生労働省〕 

https://www.yakubutsu.mhlw.go.jp 

資料７ 青少年の被害・非行防止全国強調月間ホームページ〔こども家庭庁〕 

https://www.cfa.go.jp/policies/youth-kankyou/hikouhigai-

gekkan/ 

資料８ 保護者向け普及啓発リーフレット集〔こども家庭庁〕  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iry
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iry
https://www.d-info.net/
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001660125.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iry
https://www.yakubutsu.mhlw.go.jp
https://www.cfa.go.jp/policies/youth-kankyou/hikouhigai-


 
 

https://www.cfa.go.jp/policies/youth-kankyou/leaflet 

資料９ 政府広報オンライン「暮らしに役立つ情報」（大麻の所持・譲渡、

使用、栽培は禁止！法改正の内容も紹介します）〔内閣府、厚生労

働省、警察庁〕 

            https://www.gov-online.go.jp/article/202412/entry-6856.html 

資料10 薬物乱用防止資料「薬物乱用のない社会を」〔警察庁〕     

https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/yakubuturanyou07.

pdf 

資料11 大麻対策のためのポータルサイト〔警察庁〕 

https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/yakubutujyuki/ill

egal_cannabis/index.html 

資料12 訪日外国人向け広報啓発資料〔警察庁〕 

https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/yakubutujyuki.htm

l 

資料13 “社会を明るくする運動”ホームページ〔法務省〕

https://www.moj.go.jp/hogo1/kouseihogoshinkou/syamei/index.

html 

資料14 薬物乱用防止に関する啓発資料（小学生・中学生・高校生・学生用）

〔文部科学省〕 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/mext_02583.html 

資料15 薬物乱用防止教室マニュアル＜令和５年度改訂＞〔文部科学省〕 

https://www.mext.go.jp/content/20240403-mxt_kenshoku-

000031518_1.pdf 

資料16 ７月は「再犯防止啓発月間」です〔法務省〕

https://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00051.htm

l 

（連絡先） 

                 厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課 

03-5253-1111（内 2693・2778） 

                 警察庁生活安全局人身安全・少年課 

                  非行防止対策企画係 

03-3581-0141（内 3071・3072） 

                 警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第二課 

                  企画係      03-3581-0141（内3273・3276） 

                 消費者庁消費者政策課 

                        03-3507-9186（直通） 

                 こども家庭庁成育局安全対策課 

                  環境整備係 03-6858-0155 

                 法務省大臣官房秘書課 

総務係   03-3580-4111（内 2083） 

https://www.cfa.go.jp/policies/youth-kankyou/leaflet
https://www.gov-online.go.jp/article/202412/entry-6856.html
https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/yakubuturanyou07.
https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/yakubutujyuki/ill
https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/yakubutujyuki.htm
https://www.moj.go.jp/hogo1/kouseihogoshinkou/syamei/index.
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/mext_02583.html
https://www.mext.go.jp/content/20240403-mxt_kenshoku-
https://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00051.htm


 
 

                                  財務省関税局調査課 

                  総括係   03-3581-4111（内 4887） 

                 文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課 

                  保健指導係 03-5253-4111（内 2691） 



１　学校数 （単位：校）

学校種別 小学校 中学校 高等学校 高等学校（定・通） 特別支援学校 合　計

学 校 数 326 159 51 9 23 568
※　分校を除く。

※　特別支援学校、定時制及び通信制は除く。

（単位：校）

学校種別 小学校 中学校 高等学校 高等学校（定・通） 特別支援学校 合　計

学 校 数 320 158 50 8 13 549
開 催 率 98.2% 99.4% 98.0% 88.9% 56.5% 96.7%

（単位：校）

職　種 小学校 中学校 高等学校 高等学校（定・通） 特別支援学校 合　計

警察職員 46 27 17 4 0 94
麻薬取締官・員ＯＢ 1 1 0 0 0 2
学校薬剤師等薬剤師 245 103 17 2 11 378
学校医等医師 5 2 1 0 0 8
矯正施設職員 8 9 2 0 0 19
保健所職員 12 6 2 0 0 20
精神保健センター職員 3 1 1 1 1 7
税関職員 5 7 7 1 1 21
大学教員等 0 2 1 0 0 3
薬物乱用防止指導員 2 1 0 0 0 3
民間団体等構成員 1 3 1 0 0 5
薬物乱用防止教育に造形の深い指導的な教員 0 1 0 0 0 1
その他 10 9 3 0 1 23

（単位：校）

区　分 小学校 中学校 高等学校 高等学校（定・通） 特別支援学校 合　計

体育・保健体育 204 33 4 0 8 249
特別活動（学級・ホームルーム活動） 114 53 37 6 4 214
特別活動（学校行事） 15 36 10 1 2 64
特別活動（児童・生徒会活動） 0 1 1 0 0 2
総合的な学習の時間 7 43 0 2 0 52
その他 0 1 0 1 0 2

※中学校においては県立中学校４校を含む。
※特別支援学校は、松橋西支援学校（高等部）、松橋西支援学校（上益城分教室）、芦北支援学校（佐敷分教室）を含む

令和７年度薬物乱用防止教室開催状況（熊本県）

２　薬物乱用防止教室を開催した学校

３　依頼した講師の職種

４　実施した時間の教育課程上の扱い



   アナフィラキシー発生報告（H29.4～Ｒ7.5） 様式G：体育保健課提出分

校種 発生時刻 発生場所 原因物質 既往歴
エピペンの

使用

学校生活
管理指導
表の有無

1 中学校 ５限目 学校行事 校外 エビ 無 無 無

2 高等学校 ５限目 体育 運動場 鎮痛剤 有 無 無

1 高等学校 ５限後 体育後 教室 食品添加物 無 無 無

2 中学校 昼食後 昼休み 教室 ナッツ類 有 無 有

3 高等学校 ５限目 体育 運動場 イカ 無 無 無

4 中学校 ５限目 体育 プールサイド エビ 無 無 無

5 高等学校 昼食後 部活動 体育館 そば 無 無 無

6 小学校 帰りの会 教室 不明 有 無 有

7 小学校 掃除 教室 不明 有 有 有

8 小学校 登校直後 教室 不明 有 有 有

9 高等学校 ６限目 体育 教室 不明 無 無 無

10 高等学校 ５限目 体育 運動場 不明 有 無 無

11 小学校 昼食後 昼休み 運動場 不明 有 有 有

1 高校 ５限目 体育 体育館 大豆 無 無 無

2 小学校 昼休み 昼休み 教室 大麦 有 無 無

3 小学校 昼休み 昼休み 体育館 不明 無 無 無

4 小学校 放課後 自宅 ピーナッツ 有 無 有

5 小学校 昼休み 昼休み 教室 不明 有 有 有

1 高等学校 昼休み 昼休み 教室 果物 無 無 無

2 小学校 昼休み 昼休み 教室 不明 有 有 有

3 小学校 昼休み 昼休み 教室 甲殻類 無 無 無

4 中学校 １限目 体育 体育館 不明 無 無 無

1 小学校 昼休み 掃除 教室 不明 有（牛乳、乳製
品、卵） 有 有

2 小学校 昼休み 掃除 教室 不明 有（牛乳、乳製品、卵） 有 有

3 高等学校 ５限目 体育 グラウンド 不明 有 無 無

4 小学校 昼休み 掃除 教室 鶏肉 有（牛乳、乳製品、卵） 有 有

5 小学校 昼休み 昼休み 運動場 不明 無 無 無

1 小学校 昼休み 昼休み 運動場 山芋 山芋 無 有

2 小学校 昼休み 昼休み 運動場 不明 有 有 有

1 小学校 ３限目 家庭科 教室 卵 有 無 有

2 高校 5限目 体育 体育館 エビ 無 無 無

3 小学校 昼休み 昼休み 運動場 不明 無 無 無

4 小学校 昼休み 昼休み 体育館 不明 無 無 有

5 小学校 昼食後 昼休み 教室 乳 有 有 有

1 小学校 昼休み 掃除 教室 不明 有 有 有

2 小学校 昼休み 昼休み 運動場 不明 無 無 無

3 高校 ５限目 体育 運動場 不明 無 無 無

令
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年
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令
和
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年
度
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成

３
０
年
度
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和
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年
度
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令
和
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年
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和
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年
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令
和
２
年
度



　表10　人工妊娠中絶実施率　年齢階級別

年度 県 全国 県 全国 県 全国 県 全国 県 全国 県 全国 県 全国 県 全国

Ｓ５０ 25.1 22.1 3.0 3.1 29.7 24.7 44.1 34.3 49.7 38.4 34.6 29.2 15.8 13.8 1.5 1.5

Ｓ５５ 21.7 19.5 6.2 4.7 30.5 23.3 35.8 29.3 44.3 33.2 28.7 26.8 12.3 12.0 1.2 1.3

Ｓ６０ 21.1 17.8 6.9 6.4 27.9 22.0 30.9 24.6 37.8 31.5 28.9 26.2 12.9 11.2 1.3 1.1

Ｈ　元 18.5 14.9 6.6 6.1 26.5 19.5 24.1 20.4 32.6 26.4 26.4 23.5 13.3 10.8 0.8 0.9

Ｈ　５ 15.3 12.4 7.8 6.6 20.4 17.8 21.8 16.8 24.6 20.4 21.9 19.2 10.2 8.3 1.0 0.8

Ｈ　６ 15.2 11.8 7.8 6.4 22.8 17.1 21.0 15.8 24.4 18.6 22.7 18.1 10.5 8.0 1.1 0.8

Ｈ　７ 15.2 11.1 8.4 6.2 23.6 16.6 21.3 15.4 22.9 17.2 21.9 16.9 9.9 7.5 0.9 0.7

Ｈ　８ 14.6 10.9 8.4 7.0 25.1 16.8 20.4 14.5 23.4 16.7 20.9 16.1 9.7 7.3 0.7 0.6

Ｈ　９ 14.5 11.0 10.3 7.9 24.1 17.1 20.6 14.7 22.4 15.9 20.6 15.5 9.2 7.2 0.7 0.6

Ｈ１０ 14.5 11.0 10.5 9.1 24.9 17.7 20.2 14.5 21.3 14.9 20.2 14.7 8.5 6.8 0.7 0.6

Ｈ１１ 14.8 11.3 12.6 10.6 26.4 18.8 21.7 14.5 21.0 14.4 18.4 14.0 8.3 6.5 0.5 0.5

Ｈ１２ 15.5 11.7 14.8 12.1 29.4 20.5 22.3 15.4 21.9 14.5 17.9 13.2 8.2 6.2 0.9 0.5

Ｈ１３ 15.4 11.8 15.5 13.0 28.2 20.6 21.3 15.2 21.3 13.7 17.3 13.0 8.1 6.0 0.6 0.5

Ｈ１４ 15.0 11.4 16.1 12.8 29.2 20.3 20.7 14.8 18.9 13.5 16.7 12.1 6.7 5.6 0.5 0.5

Ｈ１５ 15.0 11.2 15.3 11.9 28.8 20.2 20.3 14.8 21.1 13.3 15.9 11.6 6.7 5.4 0.6 0.5

Ｈ１６ 14.3 10.6 13.1 10.5 28.4 19.8 20.0 14.4 19.3 12.7 14.9 10.9 6.7 5.1 0.6 0.4

H１７ 14.4 10.3 13.1 9.4 29.6 20.0 21.6 14.6 17.5 12.4 14.9 10.6 6.6 4.8 0.5 0.4

H１８ 14.9 9.9 11.8 8.7 30.0 19.2 23.4 14.6 18.9 12.1 15.5 10.0 6.7 4.5 0.5 0.4

H１９ 14.1 9.3 11.6 7.8 27.8 17.8 21.1 14.3 19.0 11.4 15.1 9.5 6.3 4.2 0.4 0.4

Ｈ２０ 13.2 8.8 9.4 7.6 24.9 16.3 21.0 13.8 18.8 11.2 14.0 9.1 5.9 4.1 0.5 0.4

Ｈ２１ 12.0 8.2 8.5 7.1 22.1 15.1 20.8 13.1 15.8 10.7 13.4 8.5 5.2 3.8 0.6 0.3

Ｈ２２ 11.6 7.9 9.2 7.0 22.1 14.9 17.7 12.7 16.4 10.2 12.3 8.3 5.8 3.7 0.5 0.3

Ｈ２３ 11.3 7.5 9.8 7.1 21.3 14.1 18.2 12.0 16.5 10.0 11.7 7.9 4.9 3.4 0.3 0.3

Ｈ２4 10.4 7.4 10.1 7.0 19.7 14.1 16.4 11.8 13.8 9.9 11.3 7.8 5.0 3.4 0.4 0.3

Ｈ２５ 9.8 7.0 8.0 6.6 18.9 13.3 15.9 11.3 13.6 9.8 11.1 7.6 4.4 3.4 0.6 0.3

Ｈ２６ 10.0 6.9 8.4 6.1 17.9 13.2 15.6 11.2 15.0 10.0 12.3 7.7 4.4 3.4 0.3 0.3

Ｈ２７ 9.3 6.8 8.5 5.5 17.6 13.5 14.6 11.2 13.7 10.0 10.4 7.7 4.2 3.4 0.4 0.3

Ｈ２８ 8.6 6.5 5.6 5.0 16.6 12.9 14.0 10.6 13.1 9.6 10.4 7.6 4.2 3.3 0.4 0.3

Ｈ２９ 9.3 6.4 6.0 4.8 17.2 13.0 15.4 10.5 14.3 9.5 11.4 7.6 4.8 3.2 0.3 0.3

Ｈ３０ 8.8 6.4 5.1 4.7 16.7 13.2 14.6 10.4 13.7 9.2 10.8 7.6 4.9 3.2 0.4 0.3

R　１ 8.3 6.2 5.2 4.5 14.9 12.9 13.3 10.4 13.4 8.9 10.4 7.6 4.5 3.2 0.5 0.3

R　２ 7.5 5.8 4.5 3.8 14.1 12.2 12.8 9.7 11.6 8.3 9.5 7.2 4.4 3.2 0.3 0.3

R　３ 6.3 5.1 3.9 3.3 11.9 10.1 10.4 8.4 9.8 7.3 8.1 6.5 3.4 3.0 0.3 0.3

R　４ 6.6 5.1 4.0 3.6 12.7 10.0 12.1 8.4 10.0 7.1 8.3 6.2 3.4 2.8 0.2 0.2

R　５ 7.4 5.3 5.3 3.8 13.6 10.8 11.5 8.9 10.6 7.3 10.1 6.2 4.4 2.9 0.4 0.2

R　６ 7.0 5.5 5.0 4.1 13.5 11.1 12.2 9.1 9.6 7.2 8.4 6.1 4.0 2.9 0.4 0.3

（注1）「母体保護統計報告」により報告を求めていた平成13年までは年報告、「衛生行政報告例」に統合された平成14年度からは年度報告。

　　　　「総数」は、分母には15～49歳の女子人口を用い、分子に50歳以上の数字を除いた「人工妊娠中絶件数」を用いて計算。

　　　　「20歳未満」は、分母に15～19歳の女子人口を用い、分子に15歳未満を含めた「人工妊娠中絶件数」を用いて計算。

表11　令和６年度人工妊娠中絶実施率　都道府県別5歳年齢階級別　ワースト順位

全国 5.5 全国 4.1 全国 11.1 全国 9.1 全国 7.2 全国 6.1 全国 2.9 0.3

東京 8.1
東京
大阪

7.0
東京
大阪

18.3 宮崎 14.9 宮崎 10.2 熊本 8.4 熊本 4.0 0.4

大阪 7.9 北海道 5.6
福岡
宮崎

14.4 大阪 12.6 熊本 9.6 宮崎 7.8 宮崎 3.8

宮崎 7.1 鳥取 5.3 熊本,青森,
大分 13.5

東京
熊本

12.2
大阪

鹿児島
9.3 大分 7.7

福岡,鹿児
島,岩手 3.7

熊本 7.0
福岡
沖縄

5.2
北海道
沖縄

12.7
鹿児島

県
12.0

鳥取
大分

9.2 大阪 7.6
長崎
東京

3.6

福岡 6.9
宮崎
熊本

5.0 愛媛 12.6 福岡 11.8 東京 8.9 宮城 7.3 宮城 3.5

熊　本
ワースト

4位 熊　本
ワースト

7位 熊　本
ワースト

5位 熊　本
ワースト

3位 熊　本
ワースト

2位 熊　本
ワースト

1位 熊　本
ワースト

1位
ワースト

1位
熊　本

全国

40～44歳 45～49歳

45～49歳

熊本、宮崎、福岡、
鹿児島、長崎、山口

山口、岩手、東京、大
阪、徳島、大分、青森、
北海道、沖縄、群馬、広
島、岡山、愛媛、石川、
長野、山梨、福井、富

山、神奈川、高知、秋田

宮城、愛知、佐賀、栃木、
香川、静岡、山形、埼玉、

茨城、兵庫

0.3

0.2

35～39歳

総　数 20歳未満 20～24歳 25～29歳 30～34歳

総数 20歳未満 20～24歳 25～29歳 30～34歳

35～39歳 40～44歳

7.8 8.4 8.4 
10.3 10.5 

12.6 
14.8 15.5 16.1 15.3 

13.1 13.1 
11.8 11.6 

9.4 8.5 9.2 9.8 10.1 
8.0 8.4 8.5 

5.6 6.0 5.1 5.2 4.5 3.9 4.0 
5.3 5.0 

6.4 6.2 7.0 7.9 
9.1 

10.6 
12.1 13.0 12.8 11.9 

10.5 
9.4 8.7 7.8 7.6 7.1 7.0 7.1 7.0 6.6 6.1 5.5 5.0 4.8 4.7 4.5 3.8 3.3 3.6 3.8 4.1 

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

10.0
12.0
14.0
16.0
18.0

H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

‰ 図２ １０歳代の人工妊娠中絶実施率

熊本県

全国
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事  務  連  絡 

令和８年５月１５日 

各都道府県・指定都市教育委員会学校給食・食育主管課長  
各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 長 
附属学校を置く各国公立大学法人事務局  殿 
構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を 
受けた地方公共団体の学校設置会社担当課長 

文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課 

令和８年度「食育月間」における食育の推進について（依頼） 

この度、農林水産省において、別紙のとおり令和８年度「食育月間」実施要綱が作成され、

文部科学省総合教育政策局長宛てに通知されたところです。 
ついては、本実施要綱に基づき、学校や地域において令和８年度「食育月間」における食

育の取組を推進くださるようお願いします。 
また、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市区町村教育委員会に対して、周知い

ただきますようお願いいたします。 
その際、学校の負担軽減の観点から、全ての学校に一律に周知する以外にも、例えば他の

案件とまとめて周知する、教育委員会主催の教員研修や会議の場で配布するなど、貴課にお

いて必要に応じて、御判断いただきますようお願いいたします。 

（本件担当） 
文部科学省総合教育政策局 
健康教育・食育課学校給食・食育係 
TEL：03-5253-4111（内線 2694） 



事 務 連 絡  
令和８年５月２６日 

 
各都道府県・指定都市教育委員会学校保健主管課  
各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課  
各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課  
各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 事 務 局  
独立行政法人国立高等専門学校機構事務局 御中 
各 国 公 私 立 大 学 事 務 局  
構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を  
受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課  
大学を設置する各学校設置会社の学校担当事務局  

 
文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課 

 
 

「その香り困っている人もいます」ポスターの更新について（周知） 
 
標記の件について、令和８年５月 19日付け消安全第 230 号で消費者庁消費者

安全課より、別紙のとおり周知依頼がありましたので、お知らせします。 

このことについて、教育関係機関に対して、周知くださるとともに、引き続き、

香りへの配慮に関する普及啓発に御協力くださるようお願いします。 
 
 

（本事務連絡について） 
文部科学省総合教育政策局 
健康教育・食育課保健管理係 
TEL：03-5253-4111(内線 2976) 

「その香り困っている人もいます」ポスターについて、関係省庁として、

こども家庭庁及び国土交通省が追加されたため、お知らせするものです。 



  

 
 

消 安 全 第 2 3 0 号 

令和８年５月 1９日 

 

 

こども家庭庁 成育局  保  育  政  策  課  長 

こども家庭庁 成育局  成育基盤企画課長 

文部科学省 総合教育政策局 健康教育・食育課長 

厚生労働省 健康・生活衛生局 難病対策課長 

厚生労働省 医  薬  局 医  薬  品  審  査  管  理  課  長 

経済産業省 製 造 産 業 局  素 材 産 業 課 長 殿 

経済産業省 商務・サービスグループ 生物化学産業課長 

国土交通省 総合政策局 共生社会政策課長 

環境省 大臣官房 環境保健部 化学物質安全課長 

環境省 水・大 気 環 境 局 環 境 管 理 課 長 

 

消費者庁消費者安全課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「その香り困っている人もいます」ポスターの更新について（周知） 

 

 

 平素より、消費者行政の推進に御理解・御協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 今般、周囲の方に対する香りへの配慮について啓発するポスターについて、貴課の御協

力の下、関係省庁としてこども家庭庁及び国土交通省を追加し、５月 14 日に消費者庁ウェ

ブサイト※に公表いたしました。貴課におかれましては、関係団体等に対する更なる啓発活

動に御協力のほどよろしくお願いいたします。 

※ https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/index.html#other_002 

 

 

 

＜本件問合せ先＞ 

消費者庁消費者安全課 事故情報対応班 

TEL：03-3507-9137（直通） 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/index.html#other_002


 
事 務 連 絡  
令和８年６月 10 日  

 

各都道府県・指定都市教育委員会学校保健担当課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 法 人 事 務 局 

小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する 

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

御中 

 

文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課 
 

学校における献血への理解増進に向けた取組について（依頼） 
 

近年、少子化の影響等により若年層（10 代から 30 代）の献血者数の減

少が顕著となっています。将来にわたって安定的に血液を確保するため

に、献血可能年齢前の児童生徒も含め、若年層を対象とした献血の普及啓

発が重要であり、令和７年６月 13 日に閣議決定された「経済財政運営と

改革の基本方針 2025」に、「小中学生から献血に対する理解を深める」こ

とが盛り込まれたところです。 

この度、厚生労働省より、令和８年６月９日付け事務連絡で学校におけ

る献血推進活動について周知等の協力依頼（別添１参照）がありましたの

で、この趣旨を御理解いただき、小学校、中学校、高等学校、特別支援学

校等において、令和７年７月及び 12 月頃に配付された献血啓発資材を活

用いただくとともに、都道府県赤十字献血センターが行う出前講座や学校

献血等により、献血に触れ合う機会を積極的に受け入れるなど、献血への

理解増進に向けて取り組んでいただきますようお願いします。特に学校献

血については、別添１別紙３の「学校献血について」を参考にするなど、

献血に触れ合う機会を作るといった取組の推進をお願いします。 

また、文部科学省では、「現代的な健康課題（がん教育等）理解増進事

業」において、例えば、日本赤十字社の職員や医師、輸血を受けた患者等

を外部講師として活用する際の経費の支援を行うこととしていますので、

併せて御活用ください（別添２）。 

このことについて、都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の

学校及び域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課

におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、附属

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等に配付された献血啓発資

材の活用等、献血への理解増進に向けた取組をお願いするものです。 



学校を置く各国公立大学法人事務局におかれてはその設置する附属学校

に対して、小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別

区域法第１２条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当

課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、それぞれ周知され

るようお願いします。 

なお、学校における働き方改革の観点から、周知の範囲及び方法につい

ては、全ての学校へ一律に周知する以外にも、例えば、他案件とまとめた

周知の実施や教育委員会主催の教員研修の場での配布等、貴課において適

切に御判断いただくようお願いします。 

 

(添付資料) 

・別添１：令和８年６月９日付け厚生労働省医薬局血液対策課事務連絡 

「学校における献血推進活動について（依頼）」 

 【別紙１】活用可能な啓発資材等一覧 

 【別紙２】ブロック血液センター・都道府県赤十字血液センター一覧 

 【別紙３】学校献血について 

 【別紙４】都道府県別学校献血等実績 

・別添２：現代的な健康課題（がん教育等）理解増進事業 

 

 

 
（献血推進活動について） 

厚生労働省医薬局血液対策課献血推進係 
電話：03-5253-1111（内線 2908） 

（本事務連絡について） 
文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課保健指導係 
電話：03-5253-4111（内線 2918） 
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җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵗ ᵗ ᵎ ᵋ ᵎ ᵎ ᵕ ᵓ  � ӳ ᵗ ᵓ ᵏ  ޛ ޛ   Ⴤޛ   Ⴤ ထ ဪ෩ហ ᘉ ᓳ܌  ᵎ ᵐ ᵑ ᵋ ᵔ ᵐ ᵐ ᵋ ᵓ ᵑ ᵎ ᵏ

җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵗ ᵔ ᵎ ᵋ ᵏ ᵏ ᵗ ᵖ  � ʟ Ҿ ᵏ ᵕ ᵎ ᵐᵒ ᵋ ᵓ ᵒ ᵒ ᵋ ᵐᵓ ᵓ ᵎ߷Ⴤᅦ ᅦ ဋ෩ ൨ហ ᘉ܌ ・�܌ ・

Ἠ Ἷ ἕ ἁ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵗ ᵖ ᵏ ᵋ ᵑ ᵐ ᵎ ᵔ ˅ Ө  � ғ ᵐᵋ ᵔ ᵋ ᵏ ᵎ ᵐᵐ ᵋ ᵑ ᵓ ᵒ ᵋ ᵕ ᵎ ᵕ ᵎᡫ◌ி� ෩ ඡ ଢᘉ

җ Ἅ ὅ ἑჄ ෩ហᒠ ᘉ܌ Ὂ ᵑ ᵏ ᵏ ᵋ ᵑ ᵏ ᵏ ᵕ ỉ ᵑထ◌ி ఞᒠ ᢼ ᒠ ᣂ  ᵏ ᵏ ᵒ ᵋ ᵖ ᴾ ᵎ ᵐ ᵗ ᵋ ᵐ ᵒ ᵔ ᵋ ᵓ ᵓ ᵔ ᵔ

җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵑ ᵐ ᵏ ᵋ ᵎ ᵏ ᵗ ᵐ  � ʻ ᵒ ᵋ ᵔ ᵋ ᵑ ᵑ ᵎ ᵐ ᵖ ᵋ ᵔ ᵓ ᵗ ᵋ ᵎ ᵏ ᵏ ᵏჄங ෩ហ ᘉ ᣃ܌ ܢ  ܷ◌  ܷ◌・

� җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵑ ᵕ ᵗ ᵋ ᵐ ᵏ ᵖ ᵏ  � ᵐ፭ ߷Ⴤ ထ෩ហ ᘉ܌ ・ ・Э   ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

җ Ἅ ὅ ἑ ◌ྚ
Ⴤ ෩ហ ᘉ܌ Ὂ ᵑ ᵑ ᵕ ᵋ ᵎ ᵎ ᵎ ᵑ Ằ ẟ Ẻ ộ � ғ ˺ ᵗ ᵓ ᵓ ᵋ ᵏ ᵎ ᵒ ᵖ ᵋ ᵔ ᵖ ᵒ ᵋ ᵏ ᵓ ᵏ ᵏක ขᙸ

Ҙ җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵐᵕ ᵒ ᵋ ᵎ ᵎ ᵓ ᵑ  �� ᵔ ᵗ ᵎ ᵎ ᵒ ᵕ ᵋ ᵒ ᵓ ᵕ ᵋ ᵎ ᵕ ᵏ ᵏჄ ထ෩ហᓶ ᘉ ᑔ܌  ݈◌・

ʮ җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵏ ᵔ ᵐ ᵋ ᵖ ᵔ ᵑ ᵗ ғ ᵏ ᵐ ᵋ ᾁ ᵎ ᵑ ᵋ ᵓ ᵐᵕ ᵐ ᵋ ᵑ ᵓ ᵏ ᵏထ◌ி ෩ ૼហᣃ ᘉ ᒉ܌  ܿ◌ ・

җ Ἅ ὅ ἑ߷ Ⴤᅕ ෩ហ ᘉ܌ Ὂ ᵐᵐ ᵐ ᵋ ᵎ ᵎ ᵑ ᵐ  � ғ � ᵔ ᵖ ᵎ ᵋ ᵕထ◌್ ◌ා ৎล   ᵎ ᵒ ᵓ ᵋ ᵖ ᵑ ᵒ ᵋ ᵒ ᵔ ᵏ ᵏ

җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵗ ᵓ ᵎ ᵋ ᵎ ᵗ ᵓ ᵒ  �ɶ ғ ᵏ፦Ⴤ Ե ထૼ ෩ ૼហ ᘉ܌・ ・  ・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵒ ᵎ ᵎ ᵋ ᵎ ᵎ ᵔ ᵐ  � � ᵏ ᵋ ᵔ ᵋ ᵏ ᵎ ᵓ ᵓ ᵋ ᵐᵓ ᵏ ᵋ ᵓ ᵖ ᵗ ᵏ ޛ Ⴤ ဍ ဋష ෩ ൷ហ ᘉ܌
җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵑ ᵖ ᵏ ᵋ ᵐ ᵐ ᵏ ᵒ  � ᵏ ᵐ ᵖ ᵖ ᵋ ᵏ ᵎ ᵐᵔ ᵋ ᵐᵏ ᵒ ᵋ ᵖ ᵎ ᵕ ᵎཊᧈ ᧈჄ ᆖ ထဋ෩ហ ᘉ܌・ ・ ・

Ἠ Ἷ ἕ ἁ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵏ ᵑ ᵓ ᵋ ᵖ ᵔ ᵑ ᵗ ғ  �m ᵋ ᵏ ᵋ ᵔ ᵕ ᵎ ᵑ ᵋ ᵓ ᵓ ᵑ ᵒ ᵋ ᵕ ᵔ ᵔ ᵔᠼ᧙ ဍ ◌ி ෩ ൶ ◌ிឭ ᘉ

җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵗ ᵑ ᵎ ᵋ ᵎ ᵖ ᵐ ᵏ  � ᵐᵔ ᵋ ᵏ ᵎ ᵕ ᵔ ᵋ ᵒ ᵓ ᵏ ᵋ ᵓ ᵓ ᵓ ᵓ ޛ Ⴤޛ  ෩ហ ᘉ ݈◌ ܌  ݈◌ ・ ・

җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵗ ᵐ ᵎ ᵋ ᵎ ᵑ ᵒ ᵓ  � ᵒ ᵋ ᵒ ᵒ ᵓ ᵎ ᵕ ᵔ ᵋ ᵐᵓ ᵒ ᵋ ᵔ ᵑ ᵎ ᵎ߷ჽ Ⴤ ෩ එ ൶�ហ ᘉ ᕲ܌ ・

ʟ җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵗ ᵏ ᵖ ᵋ ᵖ ᵎ ᵏ ᵏ ʟ � ᵑ ᵋ ᵑ ᵋ ᵐ ᵑ ᵎ ᵕ ᵕ ᵔ ᵋ ᵑ ᵔ ᵋ ᵎ ᵐ ᵐ ᵏჄᅦ ᅦ෩ உហ ᘉ ᙸ܌
җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵓ ᵎ ᵎ ᵋ ᵖ ᵐ ᵔ ᵗ  � ɶ ᵐᵋ ᵏ ᵎ ᵎ ᵓ ᵖ ᵋ ᵐᵕ ᵐ ᵋ ᵔ ᵗ ᵏ ᵏ ޟ Ⴤޟ  ෩᧲ ហ  ᧲ᘉ ᒞ ᢿ܌ ・

◌� җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵒ ᵐ ᵎ ᵋ ᵎ ᵖ ᵎ ᵒ ◌�  � ғ Ҥ ᵏ ᵋ ᵐ ᵔ ᵋ ᵏ ᵗ ᵎ ᵓ ᵒ ᵋ ᵐᵒ ᵕ ᵋ ᵕ ᵏ ᵒ ᵏ ޢ Ⴤޢ  ᇕ෩ហ ᘉ ᔅ܌
җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵒ ᵖ ᵗ ᵋ ᵖ ᵓ ᵓ ᵓ  �Ҥ ӝ ᵓ ᵑ ᵗ ᵋ ᵑ ᵎ ᵓ ᵔ ᵏ ᵋ ᵖ ᵒ ᵋ ᵏ ᵏ ᵑ ᵏ ޛჷ Ⴤ ထग़ ෩ ৎហ ແᘉ܌

ɤ җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵓ ᵏ ᵒ ᵋ ᵎ ᵏ ᵑ ᵏ  �ẝ ỉ ế Ө ᾃ ɠ ᵖ ᵋ ᵓ ᵎ ᵓ ᵗ ᵋ ᵐ ᵕ ᵑ ᵋ ᵔ ᵕ ᵎ ᵏჄ Ⴘ෩ហ ᘉ܌・ ・

Ἠ Ἷ ἕ ἁ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵒ ᵖ ᵗ ᵋ ᵖ ᵓ ᵖ ᵓ  �Ҥ ӝ ᵓ ᵑ ᵗ ᵋ ᵑ ᵎ ᵓ ᵔ ᵏ ᵋ ᵖ ᵗ ᵋ ᵕ ᵖ ᵎ ᵎ ޛ ထ◌ி ෙ◌◌ ෩ ৎᨕ ແᘉ

җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵓ ᵐ ᵓ ᵋ ᵖ ᵓ ᵎ ᵓ  � ᾆ ᵋ ᾀ ᵋ ᾃ ᾄ ᵎ ᵕ ᵕ ᵋ ᵓ ᵔ ᵒ ᵋ ᵔ ᵑ ᵏ ᵏ ޛჄ ᇵ෩๔ ហ ᘉ ᒬ܌・ ・

ʮ  � җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵔ ᵏ ᵐ ᵋ ᵖ ᵒ ᵓ ᵏ ʮ  �̃ ғ ɶ ἠ ӝ ᵐᵔ ᵎ ᵕ ᵓ ᵋ ᵔ ᵎ ᵑ ᵋ ᵖ ᵖ ᵎ ᵎထ෩ហᣃ ᘉ ᣃ ᙸ܌ ҅・

 � җ Ἅ ὅ ἑ෩ ᧵ ហ ᘉ܌ Ὂ ᵓ ᵑ ᵔ ᵋ ᵖ ᵓ ᵎ ᵓ  � ғ ʂ ᵐ ◌ி ◌ౕ᧵  ܷ◌ ᵋ ᵒ ᵋ ᵒ ᵑ ᵎ ᵔ ᵋ ᵔ ᵗ ᵔ ᵐ ᵋ ᵕ ᵎ ᵎ ᵏ

 � җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵔ ᵓ ᵏ ᵋ ᵎ ᵎ ᵕ ᵑ  �ɶ ғ  ◌ެᡫჄ ᅕ෩ ৎ ◌ාෙ◌ហ ᘉ Ꮵ܌τ  ᵏ ᵋ ᵒ ᵋ ᵓ ᵎ ᵕ ᵖ ᵋ ᵐ ᵐ ᵐ ᵋ ᵓ ᵎ ᵏ ᵏ

җ Ἅ ὅ ἑჄ ෩ហᑣ ᘉ܌ Ὂ ᵔ ᵑ ᵗ ᵋ ᵏ ᵏ ᵐ ᵑ ԧ  � ʟ ᵔ ޛለ ထᢼ ᵎ ᵎ ᵋ ᵏ ᵎ ᵕ ᵒ ᵑ ᵋ ᵓ ᵔ ᵋ ᵓ ᵗ ᵏ ᵔ

ԧ җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵔ ᵒ ᵗ ᵋ ᵔ ᵑ ᵐ ᵐ ԧ  � ԧ ˱ ᵏ ᵏ ᵖ ᵋ ᵓ ᵎ ᵕ ᵑ ᵋ ᵒ ᵗ ᵗ ᵋ ᵕ ᵕ ᵐ ᵒ ޛ ޛ  ᧙Ⴤജ ෩ ജ ৎហ ᘉ܌
Ἠ Ἷ ἕ ἁ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵓ ᵔ ᵕ ᵋ ᵎ ᵎ ᵖ ᵓ ᴾ ࢢ�  ẝ Ằ ẩ ᵕ ᵋ ᵓ ᵋ ᵏ ᵕ ᵎ ᵕ ᵐᵋ ᵔ ᵒ ᵑ ᵋ ᵏ ᵎ ᵎᡈ ◌ဴ ෩ ஙᘉ ᒠ ᣃ

� ӕ җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵔ ᵖ ᵎ ᵋ ᵎ ᵗ ᵎ ᵏ � ӕ  � ᵑ ᵕ ᵎ ᵋ ᵏ ᵎ ᵖ ᵓ ᵕ ᵋ ᵐ ᵒ ᵋ ᵖ ᵏ ᵎ ᵏჄ ෩ ൶ហ ᘉ܌ ・

җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵔ ᵗ ᵎ ᵋ ᵎ ᵖ ᵖ ᵐ  � ᵒჄ ထఌ ෩ ൶ហ ᘉ܌・ ・ ・ ・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵕ ᵎ ᵎ ᵋ ᵎ ᵎ ᵏ ᵐ ҅ � ғ ẟ ẵ Ớ ᵑ ᵋ ᵑ ᵔ ᵎ ᵖ ᵔ ᵋ ᵐ ᵓ ᵓ ᵋ ᵏ ᵐ ᵏ ᵏ ޛ ޢ ޛ  Ⴤޢ ထ෩ហ ᘉ܌
 � җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵕ ᵑ ᵎ ᵋ ᵎ ᵎ ᵓ ᵐ  � � ɶ ғ Ҙ ᵐᵋ ᵓ ᵋ ᵓ ᵎ ᵖ ᵐ ᵋ ᵐᵒ ᵏ ᵋ ᵏ ᵐ ᵒ ᵔჄ ဋထ෩ហ ᘉ܌・ ・

ӝ җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵕ ᵓ ᵑ ᵋ ᵖ ᵓ ᵑ ᵒ ӝ  � ᵏ ᵕ ᵐ ᵋ ᵓ ᵎ ᵖ ᵑ ᵋ ᵗ ᵐ ᵐ ᵋ ᵔ ᵖ ᵔ ᵔ ޛ Ⴤޛ  ဋ ဋ෩ហ ᘉ܌ ・܌ ・

� җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵕ ᵕ ᵎ ᵋ ᵎ ᵎ ᵒ ᵒ � � � ᵑ ᵋ ᵏ ᵐᵋ ᵏ ᵎ ᵖ ᵖ ᵋ ᵔ ᵑ ᵏ ᵋ ᵑ ᵐ ᵎ ᵎჄ ထ෩ហ ᘉ܌・ ・

� җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵕ ᵔ ᵏ ᵋ ᵖ ᵎ ᵑ ᵏ �  � ᵓ ᵖ ᵕ ᵋ ᵏ ᵎ ᵖ ᵕ ᵋ ᵖ ᵖ ᵏ ᵋ ᵏ ᵓ ᵎ ᵎ߷ Ⴤ ထ෩ ◌ி ૼហ ᘉ ᣂ܌ ・܌ ・

җ Ἅ ὅ ἑჄग़  ෩ហ ᘉ܌ Ὂ ᵕ ᵗ ᵏ ᵋ ᵖ ᵎ ᵑ ᵔ  � � ᵖ ᵎ ᵋ ᵏ ᵎ ᵖ ᵗ ᵋ ᵗ ᵕ ᵑ ᵋ ᵎ ᵕ ᵎ ᵎ ޛ ・ထޢ 

� җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵕ ᵖ ᵑ ᵋ ᵎ ᵎ ᵒ ᵑ Ҥ  �� ݱ ᵒ ᵒ ᵖ ޢჷ Ⴤ ထ ဪ෩ហ ᘉ ᔨ܌   ᵎ ᵖ ᵖ ᵋ ᵖ ᵔ ᵔ ᵋ ᵔ ᵔ ᵔ ᵎ

  ɶ Ἠ Ἷ ἕ ἁ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵕ ᵑ ᵎ ᵋ ᵎ ᵎ ᵓ ᵐ  � � ɶ ғ Ҙ ᵐᵋ ᵓ ᵋ ᵓ ᵎ ᵖ ᵐ ᵋ ᵐᵒ ᵏ ᵋ ᵏ ᵑ ᵏ ᵏဋထ෩ᘉ ・

җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵖ ᵏ ᵖ ᵋ ᵖ ᵓ ᵖ ᵖ  �ɥ Ӟ ᵏ ᵋ ᵐ ᵋ ᵏ ᵎ ᵗ ᵐ ᵋ ᵗ ᵐ ᵏ ᵋ ᵏ ᵒ ᵎ ᵎ ޢ ሇ ከჄᅦ ෩ហ ᘉ܌ ・ ・

˱ җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵖ ᵒ ᵗ ᵋ ᵎ ᵗ ᵐ ᵓ ˱  � ɠ ᵏ ᵎ ᵋ ᵐ ᵎ ᵎ ᵗ ᵓ ᵐ ᵋ ᵑ ᵐ ᵋ ᵏ ᵎ ᵏ ᵏჄ ◌ဲထ෩ហ ᘉ܌・ ・ ο

җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵖ ᵓ ᵐ ᵋ ᵖ ᵏ ᵒ ᵓ  � ԧ ᵑ ᵋ ᵐ ᵓ ᵔ ᵋ ᵏ ᵏ ᵎ ᵗ ᵓ ᵋ ᵖ ᵒ ᵑ ᵋ ᵑ ᵑ ᵑ ᵏᧈ ᧈ ߃ Ⴤ߃  ෩ ଯហ ᘉ܌
җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵖ ᵔ ᵏ ᵋ ᵖ ᵎ ᵑ ᵗ  � ғ Ҥ ᵐᵋ ᵏ ᵋ ᵏ ᵎ ᵗ ᵔ ᵋ ᵑ ᵖ ᵒ ᵋ ᵔ ᵎ ᵎ ᵎ༇ ༇ ᧈ  ߬◌Ⴤஜ ෩ ஜ ◌ிហ ᘉ܌

Ў җ Ἅ ὅ ἑჄ ෩ហ ᘉ܌ Ὂ ᵖ ᵕ ᵎ ᵋ ᵎ ᵖ ᵖ ᵗ Ў  � ᵕ ᵏ ᵕ ᵋ ᵓ◌ᨚᒮ܌   ᵎ ᵗ ᵕ ᵋ ᵓ ᵒ ᵕ ᵋ ᵏ ᵏ ᵓ ᵏ

җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵖ ᵖ ᵎ ᵋ ᵖ ᵓ ᵏ ᵖ  � ʁ ᵖ ᵖ ᵓ ᵋ ᵏ ߃ Ⴤ߃  ෩ ◌ँហ ᘉ ܷ◌ ܌ ᵎ  ܌◌ܷ  ᵗ ᵖ ᵓ ᵋ ᵓ ᵎ ᵋ ᵏ ᵖ ᵎ ᵎ

◌� җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵖ ᵗ ᵎ ᵋ ᵎ ᵎ ᵔ ᵒ ◌�  �◌� ᵏ ᵋ ᵓ ᵎ ᵗ ᵗ ᵋ ᵐᵓ ᵕ ᵋ ᵑ ᵏ ᵒ ᵏჄ ထ෩ ൷ ૼហ ᘉ܌・ ・δ δ

җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵗ ᵎ ᵐ ᵋ ᵎ ᵎ ᵕ ᵔ  �ɨ ᵏ ᵋ ᵒ ᵋ ᵏ ᵎ ᵗ ᵖ ᵋ ᵖ ᵑ ᵑ ᵋ ᵒ ᵕ ᵒ ᵕጃ Ⴤඌ ෩ហ ᘉ ᙵ܌ ・ Β

ʋ Ἠ Ἷ ἕ ἁ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ᵖ ᵑ ᵗ ᵋ ᵎ ᵖ ᵎ ᵏ ʁ  �ἠ ᵑ ᵋ ᵒ ᵋ ᵏ ᵐ ᵎ ᵗ ᵒ ᵐ ᵋ ᵑ ᵏ ᵋ ᵖ ᵗ ᵎ ᵎ߸ သ෩ ᨉᘉ  ܷ◌・

◌ྂ ֨ ᧉਖ਼ ◌ਃ�ᘉ ᢿ

ˋ ԧ ᾇ  �ᾃ ᾀஉ ଐ ໜ・

Ἠ Ἷ ἕ ἁ Ἅ ὅ ἑ Ὂ Ὁ  � җ Ἅ ὅ ἑ Ὂ ẅɟᢊ Ⴤ෩ ෩ហᘉ ᣃ ᘉ܌ ᚁ

҅ ᢊෙ◌

◌ி�

᧙ ဍ ◌ி ឭ

◌ி ෙ◌◌ ᨕ

ᡈ ◌ဴ

  ɶ

ʋ ߸



έ◌െ◌ऋ ൴ഷप ඡ ◌ो◌ॊ ◌ਃভ ◌ॉपओ ◌ੈ ৡऎटऔः・

৾ ◌ૅ पउऐॊ ൴ഷ ਤ ણ ऋ ਏ दघ・ ・ ・

৾ ◌ૅ ൴ഷपणः थ

৾ ◌ૅ ൴ഷ൴ഷ ॼ・ ७  

ଲୗ ਚ ◌ৄ৾

 ί◌ಉ৾ ◌ૅ ৾ ಆ ਏ・・ ୩◌ੰ ହ  ৳ ・৬ ◌ౣ  ・ पम   ൴ഷभ ・২ ऋँ◌ॊऒधपणः थु ◌ి ඡ ◌ो◌ॊ  ध・
੶ ◌ൗऔोथः ऽघ  

৲ भ ୶ पेॉ ൴ഷ ચ য・・ ・ ૭ ઠ ऋ खथः ◌ॊ র  లਟ・・ ॎपञढथ प ഷ ◌॑ ન ৳ घॊञीपम  ◌ั・・・
ফಽ प έ◌ৗघॊ ൴ഷ ਤ ણ ऋ ऒो・ ・ ・ ऽद ਰ प ਏ धऩढथः ऽघ・ ・  

৾ ◌ ૅ ൴ഷ൴ഷ ॼ・ ७  ছ ・ থ ॸ॔ॕ છ ਈ ఞ◌ॉभ ਿ◌ ◌ે ஊഷ থ ॱ◌ัܒ・・ ・・ ・・ ७  
ଲୗ ਚ ◌ৄ৾ ਈ ఞ◌ॉभ ঈট ॵॡ থ ॱܒ ७  
 ৴ म   શ・ ・  ൪  ঈট ॵॡ ഷ◌ั७ থ ॱ ・  ਿ◌ ◌ે ஊഷ◌ั・ ・・ ७ থ ॱ  ༮◌॑ओ ස ऎटऔः・ ・  

ഷ হ ध ൴ഷपणः थ ◌ઁ ऎ ಹप ੴढथः ञटऎञीप  ଲୗ◌ั ・ ・ ਚ भ ◌ৄ৾◌॑ ਭ ऐ હ ऐथउॉऽघ  
ଲୗ ਚ दम  ൴ഷखथः ञटः ञ ഷ ऋୟ ഷ৷ ഷ ଲ ද पऩॊऽदभ ੵ ங॑ ◌ৄ৾ घॊऒधऋदऌऽघ◌ั ◌ั  
 भ ଲୗ ਚ दम  ◌৾ৄ भ ਭ ऐ έ◌া◌ो◌॑ ◌ૃ खथउॉऽघभद  म ঈট ॵॡ ഷ থ ॱपओ ન ੳ ऎटऔःถ ◌ั・・ ・ ・೬ ७   

जभञी  ৾ ◌ૅ ਠ ◌ৃ पउ ◌ः थ  ◌ઁ ◌ਾ ৱ भ ଦ౫ ഘ◌ृ  ল ౠ ৾・・ ◌ૅ ൴ഷಉ൴ഷप ඡ ◌ो ◌় अ ◌ਃভ भ ਭ έ◌া◌ो
पणः थ ◌ா प ◌ॉ ◌ੌ◌॒ दः ञटऐॊ◌ेअ  ओ◌ੈ・ ・ ・ ৡ॑ उ ◌ ൢ ◌ः खऽघ  

ί◌◌ૅ έফ॑ে◌ৗ धखञ ෮ ੶ ൴ഷ॑ ৰ खथः ऽघ・ ・ ・ ・  
ऎभ ◌ੈ ৡ ऋૐऽ◌ॊ◌ेअ  ৰ・ ・ प ◌ે ஊഷ থ◌ั・・ ・ ७ ॱ  भ ऋ・৩ ൴ഷ ・७ ॼ  ◌॑ ৫ಈखथः ऽघ  

ম ◌ે ஊ दम  ൴ഷ・ ・ ・ भऌढऊऐतऎॉ◌ृ  లਟ ॎपञढथ ൴ഷपओ ◌ੈ ৡ◌ः ञटऎञीभ ◌ੌ धखथ  ・
ί◌ಉ৾ ◌ૅ ಉप ল ◌ः थभ ৾ ◌ૅ ൴ഷ൴・  ഷ ・७ ॼ॑  ৰ खथउॉऽघ・  

 ৰ उऊ・・ ◌ृऽ ഻ ί◌ಉ৾ ◌ૅ  ෮ ੶ ൴ഷ・ ・ ・  

उ ਖ ◌় च

 શ・ 
ௐέ◌ெ◌ௗ ◌ୢ ఇ・௮ ◌ଂഷ έ◌ৗ◌ੁ ◌ ୖ ਛ◌ั ・

ছথ ॸ॔ॕ છ・ ・・

ম ◌ે ஊ दम  ൴ഷ・ ・ ・ भ ళ लऊऐ ಉपओ ◌ੈ ৡ◌ः ञटः ञ प  ・ ছ ・ থ ॸ॔ॕ છ ◌॑・・ ষ・
घॊऒधऋदऌऽघ  

 ৰ ଗ・・ ・ ・
ઇ ◌ૂ ऊै ίয় ◌ૅ प έ◌ৗखथ  ・ ・ ফ  म ൴ഷ◌ং प・ ⋇ ५ ◌े◌ॊ ൴ഷ ⋈൴ഷ◌ং५ ◌ৄ৾ভ  ൴ഷ⋉ ७ ॼभ・  ◌ः ङ
◌ोऊ॑ ৰ घॊ◌ेअ ◌ൂ ધછ॑ ଛ હ खथः ञटः थउॉऽघ・ ・  



ৼ ・⋇
৾ ◌ ૅ ൴ഷभ ৰ पणः थम  ・ ਈ ఞ◌ॉभ ◌ે ஊഷ থ◌ั・ ७
ॱपओ ৼ ऎटऔः・ શ  ස・ ・  

ங◌ृ ৰ ◌্ पणः थ  ・ ・ ১ ૿ ਊ ऋओହ खऽघ・ ・  

হ ৹ ତ・⋈
ഷ থ ॱ ૿ ਊ ध  ◌ั ・७  
ਰ ◌ৣ भ ਡ पणः थ ৹ ତ खऽघ  

ৰ െ◌ൗ ৎ・ ・ ・ 
ৰ ◌ৃ ਚ ൴ഷ◌ংল ఼ ഷಉ・ ・  ५   
έ◌ৗ ৾ফ ◌ृ য ਯ भ・ ・ ৯

ऩ ৹ ତ ◌ृ म  ถ・ ・・ 
ഷ থ ॱऋ র ◌ੱ धऩढथ ষ ◌ः◌ั७  ऽघ  

ৰ ・・・⋉
৾ ◌ડૅ दम  ਰ ◌ৣ पणः थ ओ◌ੈ ৡ॑ उ ◌ ൢ ◌ः खऽघ  
ৰ भ ◌ૅ ఢ ੴ・・ ・ 
έ◌െ◌षभ ଦ ഘ ◌ૄ ◌ृ・ ・ ੧  ॹॱम 
ഷ থ ॱऋ ৷ ਔ खऽघ◌ั७   

ৰ ਊ・ ・⋊
ਊ भ ઈ ◌ृ ൴ഷभ ৰ म  ・ ・ ・
ഷ থ ॱ ऋ έ◌ৗ◌ૢ खऽघ◌ั ・७  ৩  

ৰ ・・⋋
ഷ থ ॱ ऊै ৰ ౚ◌ั ・७  ৩ भओ ◌ਾ ઔ
െ◌ൗ घॊ έ◌െ◌प έ◌ৗख  ম・ ・ ◌ે ஊ ऋ ছথ ॸ॔ॕ・ ・ ・

છ ൴ഷ છ॑ ষ खऽघ・・ ・・ ・   

 શ・ 

৾ ◌ૅ ൴ഷৰ भ ◌ो・ ・

ഷ থ◌ั७ ॱषभ ৴ ൪
मउ ਗ਼ਵ पथ  ৾ ◌ૅ ൴
ഷ॑ ਫ਼ େ◌ୖ खथः ◌ॊ  
◌॑उ इऎटऔः・  
 ・・७ থ ॱम  ・  

ঌ・  ४ प ਖ ◌ः ◌় ॎ◌च
ই ज़ ◌ु◌ँ・ ◌ॉऽघ  

൴ഷ◌ং भ५ ଦ भ・ ・ 
ଳ ല◌ಁ ऩनभ ◌ો प・ ・
ල ಔ ঋ ॵॻ॑ ठ ◌॒・ ・
द ൴ഷভৃ॑ ਝ ◌઼ ऩन
◌ु ચ दघ૭  

౸ भ ৎ ◌॑ ઞ ৷ खथ・ ・
ॡ ছ प・५ ओ ・੧ ◌ृ  
౸ ऋ ଏ भाभ भ・ ・ ・
ଏ ધ ৲・ ऩनभॖມ
ঋথ ॺषभ ଦ ऩन・

ऩ ◌ঃॱ・ থ द ৰ ・
खथउॉऽघ  

৾ ◌ૅ प ◌় ॎ◌चथ ৰ ◌্・ ・ ১ ◌॑ ਫ਼ େ◌◌ୖः ञखऽघभद  
ऽङम  उ ਞ ◌ೄप ਈ ఞ◌ॉभ ◌ે ஊഷ থ ॱपउ ਖ ◌ः ◌় ॎ◌◌ั・ ७  चऎटऔः  

◌ૅ भ হ ఢ ੴ ・ ・ এ ५
ॱ ・・  ਊ भ ళ ल・
◌ෳ ऐऩन॑ έ◌െ◌ভ ◌ृ ・
ছথ ॸ॔ॕ ऩन  έ◌・
െ◌ध प ◌ॉ ◌ੌ ि◌ऒค・ ・
धु ચ दघ૭  



Ⅸ  � ◌ྂᢊ ሁ ጚჄ ఄᣃ ᘉܖ  ܱ◌Ⅸ К Ⅹ ኡⅨК ４Ⅹ

⅐ ˋ ԧ  � �≙ ⅐ ˋ ԧ  � �≙
 � �  � ⅙ Ј Ӽ ↆ◌ྂ ཞ ◌ྂ ཞᢊ ᢊ≋ ≌ ⇡ ∅ ⇰ ↝ ≋ ↳ ↚ ↕ ↱ ↝ ≌ሁ ሁჄ Ⴤఄ ඞ ఄ ඞ ఄᣃ ᘉ ᘉ ᣃܖ  ܱ◌ ܖ  ܱ◌ ܖ ᚨ  ܱ◌・ ・ ・ ・ ・К ∞ К πσ ⅳ

ݱ ɶ � ․ᧉݦ • •   ‾ • •   ‾ ఄ ఄ ఄ ఄ  ᚘ ܖ ܖ ܖ …ܖ ˂↝ ᚘ・

҅       ‗ ҅          ᢊ ᢊ․ ․ ‣ „• ․ ‣ ‣ „ ‧ ‣ ․ ․ ‧ „ ‣ ‧ ‧   ‣ ‧ „ ․ •ෙ◌ ෙ◌‥… … … † …  … ‥ ‥ ‥

◌�   ◌ ⅙�      • ‧ • ‣ ‧ •   ‣ „• •  ‗ ․ ‣ • ‣ ‧ ․ ․   ․ ‧ ․   ․ •◌ౕ� ◌ౕ‥ ‥ … † … … ‥

      ⅙ ޥ       ‣ޥ  ‣ ․ ․ ․ ‧ ‣ ‗ ․   ․ ‣ „• ‧ ‣ „  ・ ・… ‥‥ … † ∞ … ∞ ∞ ‥

 ܷ◌       ⅙  ․ •  ‣ ․ ․ ‣ ‗ ․ ܷ◌  … ‥ … †‥    ‣ ‣   • ‣ • • ‣ ‣ ‧ ‧∞ ∞ ∞

 ⅙     ‧ • ‣ ‧ ․  ‣ ․ ‣ ‣ • ‗  •  ‧ ‣ ‧ ․ᅸ ᅸဋ ဋ‥ …†  ∞ ∞ ∞ ‥ …

        ⅙� ޛ        • ޛ    ․  • • ‗ ‣ • „    ‧ ‣ „ • ․ ‧ ‣ ․ „ ‧‥ ‥ † ∞ ∞ … … … …

       ⅙    ․ ․ ‧ ․ ‣ • • ․ ․ ‗ ․ ‣ „  • ․   ․ „• ․ᅦ ᅦ・ ・… … † … ∞ ∞ ‥ ‥‥ ‥ …

ᒠ       ⅙‣ ‣ „   ․ ․ „‧ ‣    ‗ ᒠ‥… … … ‥ †          „  ․ ‧ ‣ „• •   ․ ‣ ‧ „ ∞ ∞ ‥ ‥ ‥

          ⅙    „․ ‣ ․ ․ „ • ‧ ‧ „ ‣ • ‗ ‣ ‧  • ․ ‧ • • ‧ ‧ங ங・ ・‥ † … ∞ ∞ ‥ …

  �     ⅙ �      „ ‣   ‣ ‣ „• ․ ‧ ․ „ •   ‧ ․ ‗ ‣ ‧ ‣ „․ ‣ • ․ ‣ „‧፭ ፭ … † ∞ ∞ … ∞ ‥

   ◌ྚ
․ •   ‣ „   ‣ „•    ․ „  ․ ‣ • ‗‥ ‥ ‥ … ‥ †  ⅙        ◌ྚ

․‥ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Ҙ             Ҙ ⅙    ‣ ‣  ‧ ‣ „ ‧ ‗ ‣ ‧ ‣ ‧ ‧ „ ‣ ‣ ‧ • ‧ „ᓶ ᓶ‥ ‥ … † ‥… … ‥ ∞ ∞ … …

ʮ      ⅙ ʮ          ‣ ‣ ․ •    ․ ‗ ‧   ‣ ‣ „‧    ‧ • ‣ „◌ி ◌ி…… ‥ ‥ … … †  … ∞  ‥ ‥ ‥ ‥

ᅕ     ․     ‣   ‧ ‣ ‧ ․ ‧ ‗߷ ᅕ‥ ‥ … †          ‣ ‧ ․ • • ‣ „‣߷ ∞ ∞ ∞ ∞

           ‣ ‣ • ․ ‣ ‣ ‣ ‗ ‒‒ ․ ․ ‧ ‣ „ ․ ‣ ․ „‣ૼ ૼ・ ・… † ∞ ‥ ‥ … ∞

ޛ       •ޛ  ‧ ‣ „  ‣   ‣ ․ „ ․ ‧ ‗ ‒‒ ․    ‧ ‧ • ‣ •  ష ష… ‥ ‥… † ∞ ∞ ‥ …

           ᧈ ᧈ‣ ‣ • •  ․   ․ ‗ ‒‒ ‣ ‣ • ․ „‣   ․ ․ „ •・ ・‥ ‥ † … ∞ ‥ ∞ … …

ޛ ޛ               ‧ ․ ‣   ‧   ‣ ‣ ‗ ‒‒ ․ ‣ ‣ „‣ ݈◌ ݈◌  … ‥ … ‥† ‥… ‥ ∞ ∞ ……

         ‧  ‣ ‣ ‧ • • ‣ ‧ ‣ ‗ ‒‒ ‣   „․  ‣ ‣ ‣ ․ • „ ‧߷ ߷ჽ ჽ  … †… ∞ ‥ ∞ ‥ … ‥ …

ʟ          ʟ      ‣ ‣ ․ ․ ‗ ‒‒ ‣   ‣ „ ․ • ‣ • •  • • ․ „ᅦ ᅦ‥‥ ‥ … … ‥ †… ‥ ∞ …… ‥

ޟ           ․ޟ    ․ ‣ ․  ‗ ‒‒ ․   ‣ ․   ‧ „․ ‣ ‧ • ․ ‧ ․ ‧  „•᧲ ᧲… … ‥… ‥ † …… ‥ … …‥

◌�      ◌� ޢ         ‣ޢ  ‣ „  ‣ „ ‧ • „• ‧  ‗ ‒‒ ‧ ‧ • ‧ „ ‣ ‣ ‧ ․ ‣ ‧ ‧ „ ‧ ․‥ … ‥ … ‥ ‥† … … …

            ․ ․ ‧ ‣  ․ • ․ ‣ „•   • ‗ ‒‒   ․ ‣ „ • • ․   ․ „•  ჷ ჷग़ ग़‥ … † … … ‥ … ‥ ‥

ɤ      ɤ      ‣ •     ‣ ‗ ‒‒ ‣ „ ․ ‣ ․ ‣   ‣ ․ „‧・  ・… … … … … †  ∞ ∞ ‥ ∞ …

       ⅙      ‧ ‣ • ‧    ․ ‗ „• ‣ ․ ‧ „ ․๔ ๔・ ・‥ … ‥ ‥ † … ∞ ∞ … ‥ ‥…… … …

ʮ   ʮ ⅙        ‣ • ‣ ‣ ‣ • ‣ ‧ ‣ ․ ‗ ‣ ․      ‣ „‣ • ․ • ․ „ ‣ᣃ ᣃ‥ … † ‥ … ‥ ‥‥ ‥ ‥ ‥

       ․  ․ ․ ‧ ․ • ‗᧵ ‥ … ‥ ‥ †  ⅙     ‣ ‣ • ‧ • ‣ • „ ‧ • ․ ‣ „• ‣ ‣ ‣ „• ․  ᧵ … …… ‥ ‥ …

 �      ⅙   �      ․ ‣ ‣ ‣ ․ ‣ ․ • ‧ ‗   • ‣ „․  ‣ ‧ „ ‣ • •   ․ • „․ ‧ ‣τ ‥ ‥ † τ ‥ … ‥

    ‧   ‣ ‣ ․ ‣   ‣ ‣ ‣ ‗ᑣ … †  ⅙     ․ ‣ ‣ ‧ ․ ‧ • „ • ․ ‣ ‧ „  ‧ᑣ ‥ … ∞ … ‥

ԧ        ԧ ޛ     ‣ޛ  • ‣ ‧ ․ • ‗ ‣ ․ ‣ „․ ․ ‣   ‣ • • ‣ ․ ‧ ‣ „ ‧ജ ജ… … ‥ … †… … ∞ ‥

� ӕ   ⅙� ӕ       ․   • ‣ ․ ‣ ․ ‣ ‗ ․   ‧ ‣ „ ․ ‣ • • ․ ‣ „ ‥ ‥ ‥ † ∞ …‥ … ‥

  ⅙         • ‣ ․ ‧ ‣ ․ ‧ ‣ ․ ‗ ․  ‣ ‧   ‣ „‣ఌ ఌ・ ・… † ∞ ∞ ∞ ∞

ޛ   ⅙    ޛ ޢ ޢ  ․ ․ ‣ • ․ ‣ ‗ ‧ „ ‣ ․ ‧  • ‧ ‣ „ • • „‣ • ‥ ‥ ‥†‥ ‥ ∞ ∞ ‥ ‥ … ‥

 �        �⅙          ‣ ․ ‣ ‣   ‗ ‣ ․ ‣ „  • ‧ ‣ „ ․ „・  ・‥ … ‥ †‥ ∞ ‥ …… …‥

ӝ     ⅙ ӝ ޛ    ‣ޛ  ‧ • ‣ ․ ‣ ‣   ‗ ․   ‣ ‣ ․ „ ․ ‣ • ․ „‥ ‥ … † ∞ ‥ ∞ ∞ ……

�        � ⅙        • ‣ ‧ ‣ ‧ ‣ ‗ ․ ‧ • ‧ ․ „   ‧ ‣ ‣ „•・ ・‥ †  ‥ ‥… … ‥ ‥ ‥

�     � ⅙        ‣ • • ․ ‗ ‣ ‧ ․ „ ‧ ․ ․ ‧ • „․߷  ߷…‥ … ‥ … ‥ ‥†‥ ‥ ‥… … … … ‥

ग़     ⅙‣ ‧ •  •  • ․ • ‧ ‗ ग़‥ †      ‣ „‣  „ „ ‧ ‧ ․ „․ ․ ‧ ․ ‣ ․ ‣ „•  ‧… ‥ … ‥ ‥ …‥ ‥ …

� ⅙�       • • • • • • ‗ ․ ‧ ‣ ‣ ‣ ‣ ‣ ․   ‣ „• ․ჷ ჷ…‥ † … ‥ ‥ ∞ … …

    ⅙ ޢ     ‣ޢ    ‧ • „ • „ • ‧ •  ‗  ‧ ‣ ‧ • ‣ ‧ „   ․ • ‣ ‧ „ᅦ ᅦ…… …… † ∞ … … ∞ ∞ …

˱    ˱ ⅙        ‣ • ․ • ․ ‣ ‣ ‧ ‗ ‣ ․ „ ‣ ․ • ․ „・ ・…… ‥ ‥ † ∞ ∞ … ‥ ∞ ‥‥

      ⅙       ᧈ ᧈ• • ‣ • • ‗ ․ ‧ ․ ‧ • ․ „‣ ‣ ․ „ ‥߃ ߃ • ‥ † ∞ ∞ … ‥ …

    ⅙   ༇ ༇
‧ • ‣ „‧ ‣ „‧ ‧ ‧ ‗ ‧ • • „‣ ‧ ‣ ․ ‧ ․ •  ․ ‧ „ஜ ஜ‥ … … … † …… ∞ … ‥ … ……

 Ў    ‧ ‧ ‣ ․ ․ ․ ․ ‣ ‗‥… ‥ ‥ †  ⅙ Ў        ․ ‧ ․ „• ․ ‣ ․ „ ‧‥ ∞ … ∞ …

   ⅙   ‣ ‣ ‧ ․ ‧ ‣ ‧   ‗  ‣ ‣ ‧ • • ‣ • ‣ „• ߃ ߃    ܷ◌ ܷ◌  ‥ ‥ † ∞ ∞ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥

◌�      ◌�   • ‣ ․ ․ • ‧ ‣ ‗ ‣ •   „ ‣ • ․ • ․  • ‧ „・ ・δ ‥ ‥ …†… δ ‥ … …‥ …‥ ∞ ‥‥

     ⅙      • ․ ‣ „‧ ‣ ‣ „‧ ‧    ‗ ․ ‣   ‣ „․ ‣ ‣ • „ ․   ‣ ‣ ‣ ‣ ․ „ ‧ ․ጃ ጃඌ ඌ… … † … ‥… … ∞

ӳ              ӳ            „ ‣ „․ • ․ „ ‣ „  ‣ ․ • ‣ ‗ ‣ „ ․ ‧ „ ‧ ‣ ․ „ ․ ‧ ‣ „ ‧ ‧ „‧ ‣ • „ ‣ ‣ ‧ „‣ ‧ ․ ․ • • „  ‣ᚘ ᚘ… ‥ … … † … … ‥ ‥

Ӌ ʴ ૠь
◌ྂ

⇡ ∅ ⇰ᘉ ∞
ૠ ܱ◌ ・   � ϋᢊ ሥ ፗჄ ఄ ૠᣃ ᚨ ◌ྂ ᘉ  ܱ◌ ・

ఄ ૠ
◌ྂ

ᎍ ૠᘉ
 �◌ྙ ᢊ Ⴤᣃ ܱ◌ ・



ਠ ৻ ◌ୖ ઇ ಉ ৶ ◌ੰੜਤ হ・ ・ ・ 岶峽 ・ ・೨   峔 ഥ ਮ ফ પ・ ・২ ௲ ਐ ・
ফ પ・ ・ ・ ২ ௲ ਐ ・  

◌ూ ବ

• ઇ ਛ ટ ಉ ৸ব岶峽 ・ ・ ・峘 峘 峢峘 峉 岝峘 峫 ઇ岶峽 ・ 崟嵛
ಉಈ崠崎嵈 ৫嵅 峘

• έ◌ ણ ಆ ୰ ઠຯ  岶峽峮 岝 峒 ・ 岝೨峘 ◌ੱ ಉ・ ೨峘 峕ঢ় 峵峃
৾ ಆ ◌ৢ ঽ ମ έ◌ ણ ষ ఒ ৡ峐岝 ・ ・ 峵 ・ 峩岝峨峉岝峼 峂 峘 峼 峃 峼

◌ၭ୰ ಉ ◌ൂ ே◌ா ඪ ಉ岶峽峮・ 岝峐峽岵峽岝 ・ 岝崖嵋 嵓୫ ૩ 嵛崾

◌್ য ◌ુ ৶ ◌ੰ岲峵 ・ ・ ・ 峼 峢峘 峔 峼 峫岝 岝岿峳峕 ൴ഷ 峢峘

৶ ◌ੰ ಉ ভ ൴ ਔ ඟ ଙ ◌ു・ ・ 峵 峮 峉২峕 峃 峼 岰 峫 ୠ ৰ岝・ 峘

ੲ ◌ૢ 峉峕 峂 ਗ ప ણ ৷ ઇ ણ ◌੍ ର・ ・ 峉 ・ ・峼 峁 峼
• ৾ ◌ ૅ ◌ౄ ৰ・ 岴岻峵・ ・ ・ 峵峕 峘 峼 峉峫岝ਗ ప・ ・ 峼ણ ৷

౸ ಉ ਛ峉 ・ ・ ・ ・峁 峼

◌ୖ ・

হ ・ 崕嵤嵈崡
ધ ఐ ৾・ ・

ড় হ ಉ হ ਜ ◌ଂ・ ・ ・   

ਿ◌ ಉ・ ・ ・

ਜ・ ・ ・ ౸ ・ ・ ・ 嵣
અ ৱ મ ল・ ・

• ગ ◌ీ ৺・ ・
• έ◌ৗ ৽ ◌ા・ ・ ・ ・峼 ૿

・ ・ 岬峴  
• হ ਜ ◌ଂ 峐・ ・ ・峕 ୶ 岝

হ ઽૐ・

হ ੑ・ ・ 岝
◌ਾ ઔછ ল・

૿ ਊ ◌় ઇ・  ◌ੁ ◌ଂ ઇ・ ・ ・ ೨ ・ 嵣 ・୫ ◌ୖ  

হ ઍ・ ・

ણ ఏ崎 崿崫 ・ ৯  崊 崰 崰 ಢ ・ 崎 嵈崊 崰崓 ਛ ટ ఏ ৯  শ ・ 崎 嵈崊 崰崓 ਛ ટ ఏ ৯  
ঽ・ ・ 岴৬峕 岮 ୠ峐岝・ 峘ৰ ੲ ◌ૢ峕 峂 ઇ峉岶峽 ・ 峘 ◌ੌ・ 峘◌ౄ ৰ
・ 峵峼 岞

৾ ◌ ૅ ઇ ◌ੌ ◌ౄ ৰ岴 峐岝岶峽 ・ ・ 峉 岝峕 岮 峘 峘 峘 峫
ਗ ప ણ ৷ യ ਤ・ ・ 岶 島峵峘 岿 岞

ၺઇ ◌ৢ ◌ు έ◌ െ◌ έ◌ญ岶峽 ・ 峐岝 岶岝 峉峴峼 峂 峕峹 ・ ೨ 峼
৳ ੜਤ・ 峵峉峃 ਔ ਛ・ 峵峫峘 峼 峃 岞ᅿ

• έ◌ ણ ಆ ୰ ઠ ഉ ඪ ঢ় ਖຯ  峮 峒 ・ 岝・ 岝 崧嵓 嵓 峵 ・ 岝 嵓೨峘 嵉嵛 嵀 崡峕 峃 崊嵔

◌ႈ ଳ ಉ崖嵤 岝・ 岝೩ ◌ు έ◌ െ◌ ◌ୖ ള හ ৲ ৲ญ ・ ・ 峙 ・ ・೨峘 嵣 岞ঽ ・ ೨峳峘 峼

◌ి જ ଵ ৶ ఒ ৡ・ 峐峕 峁 峁 岮岹 峘 ਛ・ ਰ岶岝 島峨 ・岽 峑 峕・ 島峵峫峳 岞
• ਸ਼ έ◌ৗ ◌ੁ ਤ ম ੑ・ 岶峽 ・ ・੦ ഥ ਮ ফ ഥ ਮ ফ ২  ২  

ব ৾ ◌ૅ ◌ୢ岣 峙岝 峮嵣嵣嵣 岶峽・ ・ 峕・ 峹峵◌ୢ ప ৽ ୡ ಉ岝岶峽 ・ ・೩ 嵣 峘ਗ ・ ・
ప ણ ৷峼 岶 岝峁峔 峳 ઇ ৰ岶峽 ・ 岶 ・ 島峵峲岿 岰 ਏ੍ ର ষ岝・ 峔 峼 岰岞岤

• ୰ ਞ ◌್ য岲峵  峼 峢峘◌ુ ৶ ◌ੰ・ ・ 峔 ・ 峵峒峒峼 峫 峬峕 ◌ુ岝 峕έ◌ ভ岷峵・ 峴峏岹
・峕 岻岝൴ഷ ৶ ◌ੰ ভ ൴ ਔ ඟ・ ・ 峵 峮峢峘 峔峓 峕 峃 ଙ ২ ◌ു 峒岶峼 岰岽 ・ 峫 島峵峳 岞

ઇ岶峽 ・ 峘৸ব ・ ・峢峘
• ୠ ◌ੌ ૾ ய ୷・ 峲 峐・ 岶峕 峍 峕 হ ৸ব岬峴岝・ ・ 峘 峢峘 ਏ・ ・ 岶・

ਠ ৻ ◌ୖ ৶ ◌ੰੜਤ・ ・ ・ ・ 岻峉 ೨峔 峘 峕 ਗ ప ણ ৷ യ ਤ・ ・ 峘
• ઇ ਠ ৻ ◌ୖ岶峽 ・ 峙 岝 ・ ・ ・೨峼 峂峫 峔 峕峎岮 ◌ు έ◌ െ◌ ৰญ峐岝 岶 ・ ・ 峕

৶ ◌ੰ ঽ ମ ষ ઍ岝 ・ ・ 岼峁 峘 峘 峕峎峔 峳島峵峲岰 ਏ・ ・ 岶・峔 峑岬峵岶岝
ਗ ప ણ ৷・ ・ 峉峘 峘 峫峘 ୠ・ ・ 峘 ତ ◌ਂ ◌ે ◌ী・ ・ 岶৬

ர ◌ୖ ◌್・ ・ ・ ・ ・ 岲峵 ೨峔 峼 ◌ు έ◌ െ◌ ◌੍ ର യ ਤญ 峢峘 峘
• ള හ ৲ ৲ ◌ୖ ટ έ◌ৗ ◌ૢ ◌ੁਫ਼ େ◌ୖ・ ・ 峵・ ・ 岝峲峴・ ・ ・ ・೨嵣 峃 峘 峔 峘 峕

ৎ ਏ ◌ు έ◌ െ◌ญ・ 峐岴峴岝峘 峼 峁 峢峘◌੍ ର 岶・ ・ 峔૾ ய

ਿ◌ ಉ ◌ੌ・ ・ ・ 岴岻峵・峕

• ৾ ◌ ૅ・ 峕 ਗ ప岴岻峵 ・ ・ 峼
ણ ৷ ઇ ણ峉 ・ ・峁 ৰ ・峘

• ઇ ప ਗ ప峮 ・ ・ 峼έ◌ৗ ・ 峒峁
ଢ଼ ఊ ভ峉

• ◌ੇ・ 峮 ・௧ ೩ ৽嵣 ୡ ৴・ 峒
ઇ ಉ ਛ・ 峉 ・౫峁 峘 嵣ଦ હ

• ਗ ప ਛ・ ・ ・ ・ ・峘 ਗ岝 ・
ప ણ ৷ ତ・ ・৬峘 峘 ・

έ◌ৗ ৽ ◌ા・ ・ ・◌ા・ ・ ・ ・ ・ য ◌ા 岝੯ ౾ ප স ◌ા મ岝・ 岝・ ・ 岝
◌ྀླ

ራഀ ଲ ম ◌ા ષા ಉ岝・
ড় হ ಉ・ ・ ・   ੮ ৬ 

௲ ਐ ・

হ ৰ・ ・ ・ ・ ਛ ফ・ ২   

ῧ◌ู 䠎



熊本県教員等の資質向上に関する指標【養護教諭】
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①児童生徒理解と豊かな心
の育成
　児童生徒との信頼関係を
培い、一人一人の個性やよ
さをしっかりと見つめ、自
分に対する自信と他者に対
する思いやりの心を育む教
職員

②学習の実践的指導力
　基礎･基本を習得させるた
めの徹底した指導と児童生
徒が自ら学び自ら考える力
を身に付ける学習を着実に
展開し、確かな学力を育む
教職員

③保護者･地域住民との連携
　保護者･地域住民の大きな
期待があることを自覚し、
保護者や地域住民と情報を
共有し、またそのニーズの
把握に努め、互いの信頼関
係の中で課題解決に当たる
教職員

　安全･安心な教育環
境の構築をはじめと
する学校経営等の参
画者としてのリー
ダーシップを発揮
し、指導者として学
校内外の資源を開発･
活用できる広範な経
営力･企画力。

【連携･協働】
教職員･家庭･外部の関係機関（スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーを含む）との連携･協
働、同僚性の構築、学校間の連携、防災、SDGｓ　　等
【学校経営】
学校組織マネジメント、学校運営の持続的な改善、校務への積極的な参画と役割の遂行、自身や学校の強み･
弱みの理解、カリキュラム･マネジメント、組織的･計画的な教育課程の編成と実施及び改善　　等
【学校安全】
危機管理の知識や視点、防災、安全･安心な教育環境の構築、学校安全への対応　　等
【リーダーとしての専門性】
交渉力、リーダーシップ、経営力、企画力、ニーズに適応させる能力、ICTや情報･教育データの利活用、ア
セスメント、ファシリテーション　　等

　養成段階で身
に付けるべき児
童生徒理解や学
校安全の基礎的
な知識と、学校
組織等や自己の
役割を理解する
能力。

　学校保健に関する
指導の意義等につい
て、積極的に教職員
や家庭へ周知すると
ともに、安全･安心
な教育環境を構築す
る能力。

　学校保健を推進す
る組織に継続的に関
わり、適切な情報提
供を行うとともに、
安全･安心な教育環
境を構築する能力。

　学校保健の現状や
課題を把握し、関係
機関等と推進体制を
整備するとともに、
安全･安心な教育環境
を構築する能力。
　ミドルリーダーと
して経営力・企画
力・人材育成の視点
を持ち、校務を遂行
する能力。

　学校保健に関する専
門性を生かしたネット
ワーク体制を構築し、
関係機関等と積極的に
交流するとともに、安
全･安心な教育環境を
構築する能力。
　学校経営及び人材育
成の視点を持ち、校務
を遂行する能力。

　保健室経営計画に
基づく実践を行い、
組織的、効果的な保
健室経営を行う能
力。

　学校教育目標の実現
に向けた、保健室経営
の工夫・改善を行い、
教育環境を構築する能
力。

　指導者として学校
内外の資源を開発･活
用して、保健室経営
を行う能力。

　基本的な障がいによる特性についての
基礎的な理解に基づき、合理的配慮や指
導方法の工夫を行う能力。

　基本的な障がいによる特性についての理解に基づき、合理的配慮
や指導方法の工夫を行う能力を高め、他の教職員への助言を行うと
ともに、組織的に教育活動の改善を図ることができる能力。

　学校教育目標や学
校保健目標を受け、
保健室経営計画を作
成し、保健室経営を
行う能力。

【特別支援教育】
児童生徒理解、保健室経営計画、教育相談等による教育的ニーズの把握、合理的配慮、学習上又は生活上の
困難に応じた指導･支援の工夫、特別支援教育コーディネーターとの連携等の組織的対応　　等

　保健管理に関する
高度な知識や技能を
習得し、学校全体で
取り組む組織体制を
構築する能力。

【保健教育】
学校保健計画の立案、関係法令･学習指導要領の理解、カリキュラム･マネジメント、ティーム・ティーチン
グ、教材研究、主体的･対話的で深い学びのための授業改善、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体
的な充実に向けた学習者中心の授業創造、協働した授業研究、授業設計･実践･評価･改善、各教科等の専門的
知識、ファシリテーション　　等

【健康相談・保健指導・生徒指導】
学校保健計画の立案、児童生徒理解、関係法令の理解、心身の健康課題を踏まえた健康相談や保健指導、生
徒指導の意義･理論の理解、児童生徒との信頼関係構築、個に応じた指導や集団指導、キャリア教育、自己実
現能力の育成、いじめ・児童虐待等の早期発見・早期対応、不登校児童生徒への支援、学校生活への適応や
人格の成長への援助、支援体制づくり、コーディネート力、健康に関する啓発活動　　等

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力

【保健組織活動】
学校保健委員会や児童生徒保健委員会の企画・調整、教職員･家庭･外部の関係機関（スクールカウンセ
ラー・スクールソーシャルワーカーを含む）との連携･協働、学校間の連携、保健管理の分析結果に基づいた
組織的保健教育の推進　　等

※各経験段階における「求められる資質能力」と「資質能力を構成する具体的な要素の例」を組み合わせて活用してください。
※「資質能力を構成する具体的要素の例」の【健康相談・保健指導・生徒指導】及び【特別支援教育】には、「特別な配慮や支援を必要とする子供への対応」を含みます。

　学校保健計画の立
案に参画するととも
に、保健教育の基礎
的な知識や技能を習
得し、活用する能
力。

　健康相談等のプロ
セスを理解し、児童
生徒の実態を的確に
把握し、発達段階に
応じて実践する能
力。

　専門性を生か
した養護教諭の
役割を理解し、
保健教育を実践
する基礎的な能
力。

　学校保健安全
法を理解し、発
達段階に応じて
健康課題に対応
する基礎的な能
力。

　児童生徒の実
態把握に基づ
き、適切に保健
管理を行う基礎
的な能力。

　保健組織活動
や学校保健に関
する学校内外の
連携の重要性を
理解する能力。

　学校保健活動
のセンター的機
能を果たす保健
室の役割や機能
を理解する能
力。

　健康観察、健康診
断、救急処置及び心
身の健康管理、学校
環境衛生の管理等を
適切に行う能力。

　自校の健康課題を
把握・分析し、関係
者と連携して保健管
理を実践・評価する
能力。

　保健室経営計画に
基づく実践・評価を
行い、改善につな
げ、一貫性のある保
健室経営を行う能
力。

　保健管理の中核的役
割を果たすとともに、
全校的視野を持ち、保
健管理を実践・評価
し、充実を図る能力。

　関係者と連携した
組織的な保健管理の
充実を図るととも
に、指導的役割を果
たす能力。

【保健管理】
救急処置、救急体制の整備と周知、健康診断の計画・実施・事後措置・評価、健康観察、疾病の予防と管
理、学校環境衛生の改善、児童生徒理解、保健情報の収集及び分析、保健室利用状況の分析・評価、学校生
活への適応や人格の成長への援助、ガイダンス及びカウンセリング　　等

【保健室経営】
学校教育目標や学校保健目標の具現化、保健室経営計画の作成・実施・評価・改善、センター的機能を生か
した児童生徒理解、保健室の設備備品の管理、帳簿等保健情報の管理　　等

　学校運営の課題を
踏まえ、教職員・家
庭・外部の関係機関
と連携して保健組織
活動を推進する能
力。

　教職員・家庭・外部
の関係機関と連携しな
がら保健組織活動の活
性化をし、全校的視野
で児童生徒の健康づく
りを推進する能力。

　指導者として教職
員・家庭・外部の関
係機関と連携し、実
態に応じた保健組織
活動を推進する能
力。

　養成段階で身
に付けるべき実
態に応じた指導
や支援等の基礎
的な能力。

実
践
的

指
導
力
等

　保健教育、保健指導、特別な配慮や支
援を効果的に行うために、ICTや情報･教
育データを利活用する能力。

　保健教育、保健指導、特別な配慮や支援を効果的に行うために、
ICTや情報･教育データを利活用し、情報活用能力の育成を行うとと
もに、組織的に指導力向上を図ることのできる能力。

【ICTや情報･教育データの効果的な利活用】
ICTの活用の意義理解、ICTの効果的な活用、情報活用能力の育成、学習改善のための教育データの活用、ア
セスメント　　等

教
職
員
と
し
て
の
基
本
的
資
質

①教育的愛情と人権感覚
　自らの言動が児童生徒の
人格形成に大きな影響を与
えることを自覚し、豊かな
人権感覚を持って、一人一
人に温かく、また公平に接
する教職員

②使命感と向上心
　教職員としての使命感と
情熱を持ち続け、時代の変
化から生じる新しい課題に
も積極的に対応するため、
常に新しい知識を求め、実
践に生かす教職員

③組織の一員としての自覚
　互いに情報を共有し、協
力し合って組織的に課題に
対応する教職員

くまもとの教職員像 円熟期
（２６年～）

　深い教育的愛情と
豊かな人権感覚を持
ち、コミュニケー
ション力を発揮し信
頼関係を構築する能
力。

　教育公務員と
しての使命感や
責任感を持って
児童生徒に接す
る姿勢。

　教育公務員として
の使命感･倫理観を
持ち、組織の一員と
して職責を遂行する
謙虚な姿勢。

採用段階
基礎期

（１～５年）
向上期

（６～１０年）
 充実期

（１１～１６年）
 発展期

（１７～２５年）

　人権尊重の精
神を基盤に教育
的愛情を持って
行動し、コミュ
ニケーション力
や協調性を発揮
する能力。

　教育公務員として
の使命感･高い倫理
観を持ち、若手職員
に指導助言を行うな
ど、学校運営の一翼
を担おうとする意
識。

　教育公務員として
の使命感･高い倫理観
を持ち、ミドルリー
ダーとして後輩職員
に適切な指導を行う
など、学校運営の一
端を担おうとする意
識。

　教育公務員としての
高い使命感と職責の重
要性を踏まえた倫理観
を持ち、中核教員とし
ての全校的視野に立っ
た指導力を発揮しよう
とする姿勢。

　深い教育的愛情と
豊かな人権感覚を持
ち、良好な信頼関係
を構築し、状況に応
じて的確に発言･行
動する能力。

　深い教育的愛情と
豊かな人権感覚を持
ち、ミドルリーダー
としての的確な状況
判断能力とその判断
に基づく行動力。

　深い教育的愛情と豊
かな人権感覚を持ち、
中核教員としての全校
的視野に立った各種調
整能力。

　深い教育的愛情と
豊かな人権感覚を持
ち、指導者として他
の教職員へ助言･支援
するなど、学校全体
の指導的役割を果た
すことのできる各種
調整能力。

【教職としての素養】
豊かな人間性、人権意識、多様性（ダイバーシティ）の尊重、教育的愛情、教育的ニーズの把握、個に合わ
せて考える力、個性の伸長、気付く力、想像力、省察する力、情報モラル、SDGｓ　　等

【社会性】
円滑なコミュニケーション、良好な人間関係、他者との協力や関わり、連携･協働、論理的思考力、課題解決
能力、状況判断能力、課題対応力、各種調整能力　　等

【リーダーとしての素養】
人材育成力、判断力、決断力、行動力、リーダーシップ　　等

　養護教諭としての
高度な知識や技能を
習得し、ミドルリー
ダーとして現代的健
康課題を踏まえた保
健教育を実践・評
価・改善する能力。

　健康課題の解決に
向け、学校内外の関
係者と連携し、健康
相談等を充実させる
能力。

　高度な知識や技能を
生かして現代的健康課
題を踏まえた保健教育
を実践し、中核教員と
して全校的視野に立っ
た実践的指導力を学校
内外で発揮する能力。

　健康課題の解決に向
け、コーディネーター
的役割を果たし、効果
的な健康相談等の支援
体制整備を行う能力。

資質能力を構成する具体的要素の例

求められる資質能力

総
合
的
人
間
力

経験段階
※ 経験年数は
およその目安

使
命
感
･
倫
理
観

【使命感･倫理観】
学校及び教職の意義理解、学び続ける姿勢、校務への積極的な参画、社会･環境や人に対する責任感、自己理
解･自己管理能力、コンプライアンス意識　　等

【組織における連携･協働】
学校組織マネジメント、学校運営の持続的な改善、危機管理の知識や視点、謙虚な姿勢、他の教職員との連
携･協働、若手教員の育成に係る連携･協働　　等

　教育公務員として
の崇高な使命感と職
責の重要性を踏まえ
た深い倫理観を持
ち、指導者として学
校目標の達成のため
に常に新しい知識を
求め、実践に生かそ
うとする姿勢。

養
護
教
諭
の
専
門
性
を
生
か
し
た
職
務

　関係者等との連携
や教材研究を行いな
がら、養護教諭の専
門性を生かし、現代
的健康課題を踏まえ
た保健教育を行う能
力。

　健康診断・健康観
察結果や保健室来室
状況等を踏まえて、
実践的・専門的な健
康相談等を行う能
力。

　教職員・家庭・外
部の関係機関と連携
して保健組織活動に
取り組む能力。

　学校と地域の実態
を適切に分析し、教
職員・家庭・外部の
関係機関と連携して
保健組織活動を推進
する能力。

　保健教育・健康相
談等をはじめ、指導
者としての豊かな経
験と更に高度な知
識、熟練した技能を
生かした教職員の力
量形成を支援･指導す
る能力。



熊本県教員等の資質向上に関する指標【栄養教諭】

各
教
科
等
に
お
け
る

食
に
関
す
る
指
導

食
に
関
す
る

相
談
指
導

学
校
給
食
の

栄
養
管
理

学
校
給
食
の

衛
生
管
理

※各経験段階における「求められる資質能力」と「資質能力を構成する具体的な要素の例」を組み合わせて活用してください。

　学校給食実施基準
に基づき児童生徒の
実態を把握し、学校
給食摂取基準作成の
うえ、食品構成等を
設定し、献立を作成
する能力。

【学校経営】
学校組織マネジメント、学校運営の持続的な改善、校務への積極的な参画と役割の遂行、自身や学校の強み･
弱みの理解、カリキュラム･マネジメント、組織的･計画的な教育課程の編成と実施及び改善　　等

　児童生徒の実態に
基づく適切な栄養管
理及び施設に応じた
調理の実施と学習内
容と関連付けた献立
計画を作成する能
力。

　児童生徒の実態や健
康課題を把握した適切
な栄養管理を計画的に
実施し、調査や評価に
基づいて改善や充実を
図る能力。

　児童生徒の実態や
健康課題を把握した
適切な栄養管理の実
施と後進への指導的
役割を果たす各種調
整能力。

【学校給食の衛生管理】
学校給食衛生管理基準の遵守、衛生管理責任者としての判断力、学校給食調理員等への指導・助言、食中
毒・異物混入防止、食物アレルギー対応、学校給食施設設備の管理、調理の過程等における衛生管理、定期
及び日常の衛生検査等の諸帳簿の管理、衛生管理研修の実施　　等

【ICTや情報･教育データの効果的な利活用】
ICTの活用の意義理解、ICTの効果的な活用、情報活用能力の育成、学習改善のための教育データの活用、ア
セスメント　　等

　食に関する指導・相談指導、特別な配慮や支援を効果的に行うた
めに、ICTや情報･教育データを利活用し、情報活用能力の育成を行
うとともに、組織的に指導力向上を図ることのできる能力。

【学校給食の栄養管理】
学校給食実施基準に基づく栄養管理、残食調査、食事状況調査、教材研究、教科における食に関する指導と
連動した学校給食献立、地域の食材及び郷土料理の活用、学校給食調理員等への指導・管理、食物アレル
ギー対応　　等

　基本的な障がいによる特性についての
基礎的な理解に基づき、合理的配慮や指
導方法の工夫を行う能力。

　基本的な障がいによる特性についての理解に基づき、合理的配慮
や指導方法の工夫を行う能力を高め、他の教職員への助言を行うと
ともに、組織的に教育活動の改善を図ることができる能力。

【特別支援教育】
児童生徒理解、教育相談等による教育的ニーズの把握、合理的配慮、学習上又は生活上の困難に応じた指導･
支援の工夫、特別支援教育コーディネーターとの連携等の組織的対応　　等

【学校安全】
危機管理の知識や視点、防災、安全･安心な教育環境の構築、学校安全への対応　　等

　安全･安心な教育環
境の構築をはじめと
する学校経営等の参
画者としてのリー
ダーシップを発揮
し、指導者として学
校内外の資源を開発･
活用できる広範な経
営力･企画力。

　食に関する指導・相談指導、特別な配
慮や支援を効果的に行うために、ICTや情
報･教育データを利活用する能力。

　教育公務員として
の使命感･高い倫理
観を持ち、若手職員
に指導助言を行うな
ど、学校運営の一翼
を担おうとする意
識。

　教育公務員として
の使命感･高い倫理観
を持ち、ミドルリー
ダーとして後輩職員
に適切な指導を行う
など、学校運営の一
端を担おうとする意
識。

　教育公務員としての
高い使命感と職責の重
要性を踏まえた倫理観
を持ち、中核教員とし
ての全校的視野に立っ
た指導力を発揮しよう
とする姿勢。

　教育公務員として
の崇高な使命感と職
責の重要性を踏まえ
た深い倫理観を持
ち、指導者として学
校目標の達成のため
に常に新しい知識を
求め、実践に生かそ
うとする姿勢。

　衛生管理における課
題の早期発見・早期対
応に向けて、工夫・改
善をしながら校内の協
力体制を整備する能
力。

　食に関する指導・
相談指導等をはじめ
指導者としての豊か
な経験と更に高度な
知識、熟練した技能
を生かした教職員の
力量形成を支援･指導
する能力。　児童生徒の実態を

踏まえて、実践的・
専門的に個別的な相
談指導等を行う能
力。

　健康課題の解決に
向け、学校内外の関
係者と連携し、個別
的な相談指導等を充
実させる能力。

　学校給食衛生管理
基準に基づいた衛生
管理体制構築につい
て指導的役割を果た
し、後進を育成する
能力。

【リーダーとしての専門性】
交渉力、リーダーシップ、経営力、企画力、ニーズに適応させる能力、ICTや情報･教育データの利活用、ア
セスメント、ファシリテーション　　等

　関係者等との連携
や教材研究を行いな
がら、栄養教諭の専
門性を生かし、実践
的・専門的な食に関
する指導を行う能
力。

　各教科等のねらい
や特色を理解し、ミ
ドルリーダーとして
現代的健康課題を踏
まえた食に関する指
導を実践できる能
力。

　学校給食調理員や
施設等への指導、衛
生管理体制や作業区
分等についての評
価・課題改善につい
て指導する能力。

　深い教育的愛情と
豊かな人権感覚を持
ち、良好な信頼関係
を構築し、状況に応
じて的確に発言･行
動する能力。

　深い教育的愛情と
豊かな人権感覚を持
ち、ミドルリーダー
としての的確な状況
判断能力とその判断
に基づく行動力。

　深い教育的愛情と豊
かな人権感覚を持ち、
中核教員としての全校
的視野に立った各種調
整能力。

　深い教育的愛情と
豊かな人権感覚を持
ち、指導者として他
の教職員へ助言･支援
するなど、学校全体
の指導的役割を果た
すことのできる各種
調整能力。

【教職としての素養】
豊かな人間性、人権意識、多様性（ダイバーシティ）の尊重、教育的愛情、教育的ニーズの把握、個に合わ
せて考える力、個性の伸長、気付く力、想像力、省察する力、情報モラル、SDGｓ　　等

【社会性】
円滑なコミュニケーション、良好な人間関係、他者との協力や関わり、連携･協働、論理的思考力、課題解決
能力、状況判断能力、課題対応力、各種調整能力　　等

【リーダーとしての素養】
人材育成力、判断力、決断力、行動力、リーダーシップ　　等

くまもとの教職員像

求められる資質能力

資質能力を構成する具体的要素の例
採用段階

基礎期
（１～５年）

向上期
（６～１０年）

 充実期
（１１～１６年）

 発展期
（１７～２５年）

円熟期
（２６年～）

経験段階
※ 経験年数は
およその目安

【使命感･倫理観】
学校及び教職の意義理解、学び続ける姿勢、校務への積極的な参画、社会･環境や人に対する責任感、自己理
解･自己管理能力、コンプライアンス意識　　等

【組織における連携･協働】
学校組織マネジメント、学校運営の持続的な改善、危機管理の知識や視点、謙虚な姿勢、他の教職員との連
携･協働、若手教員の育成に係る連携･協働　　等

教
職
員
と
し
て
の
基
本
的
資
質

①教育的愛情と人権感覚
　自らの言動が児童生徒の
人格形成に大きな影響を与
えることを自覚し、豊かな
人権感覚を持って、一人一
人に温かく、また公平に接
する教職員

②使命感と向上心
　教職員としての使命感と
情熱を持ち続け、時代の変
化から生じる新しい課題に
も積極的に対応するため、
常に新しい知識を求め、実
践に生かす教職員

③組織の一員としての自覚
　互いに情報を共有し、協
力し合って組織的に課題に
対応する教職員

　人権尊重の精
神を基盤に教育
的愛情を持って
行動し、コミュ
ニケーション力
や協調性を発揮
する能力。

　深い教育的愛情と
豊かな人権感覚を持
ち、コミュニケー
ション力を発揮し信
頼関係を構築する能
力。

　教育公務員と
しての使命感や
責任感を持って
児童生徒に接す
る姿勢。

　教育公務員として
の使命感･倫理観を
持ち、組織の一員と
して職責を遂行する
謙虚な姿勢。

総
合
的
人
間
力

使
命
感
･
倫
理
観

※「資質能力を構成する具体的要素の例」の【食に関する健康課題の相談指導・生徒指導】及び【特別支援教育】には、「特別な配慮や支援を必要とする子供への対応」を含みます。

　個別的な相談指導等
に関する専門性を更に
向上させ、全校的視野
に立って指導する能
力。

　地域の食文化や産
業、現代的健康課題を
踏まえた食に関する指
導を実践・評価・改善
し、全校的視野に立っ
た実践的指導力を学校
内外で発揮する能力。

　食に関する指導の
全体計画等の立案に
参画するとともに、
食に関する指導の基
礎的な知識や技能を
習得し、活用する能
力。

　個別的な相談指導
等について理解し、
児童生徒の発達段階
に応じて実践する能
力。

　衛生管理責任者と
して学校給食衛生管
理基準を理解し、適
切に判断し対応する
能力。

　学校給食調理員へ
衛生管理の指導を行
い、施設設備等の課
題に対して適切に措
置を講じる能力。

　児童生徒の実態を
把握し、適切な栄養
管理について理解し
たうえで、地域の食
材について情報を収
集し献立を作成する
能力。

　食に関する指導の
意義等について、積
極的に教職員や家庭
へ周知するととも
に、安全･安心な教
育環境を構築する能
力。

　食育推進組織に継
続的に関わり、適切
な情報提供を行うと
ともに、安全･安心
な教育環境を構築す
る能力。

　養成段階で身
に付けるべき実
態に応じた指導
や支援等の基礎
的な能力。

　食育の現状や課題
を把握し、関係機関
等と連携して推進体
制を整備するととも
に、安全･安心な教育
環境を構築する能
力。
　ミドルリーダーと
して経営力・企画
力・人材育成の視点
を持ち、校務を遂行
する能力。

　食に関する専門性を
生かしたネットワーク
体制を構築し、関係機
関等と積極的に交流す
るとともに、安全･安
心な教育環境を構築す
る能力。
　学校経営及び人材育
成の視点を持ち、校務
を遂行する能力。

【各教科等における食に関する指導】
食に関する指導の全体計画の立案、年間指導計画の立案、給食の時間における給食指導及び食に関する指
導、各教科等における食に関する指導、関係法令･学習指導要領の理解、カリキュラム･マネジメント、
ティーム・ティーチング、教材研究、主体的･対話的で深い学びのための授業改善、「個別最適な学び」と
「協働的な学び」の一体的な充実に向けた学習者中心の授業創造、協働した授業研究、授業設計･実践･評価･
改善、各教科等の専門的知識、ファシリテーション　　等

【食に関する健康課題の相談指導・生徒指導】
食に関する指導の全体計画の立案、児童生徒の実態把握、生活習慣病予防、食物アレルギー対応、相談計画
の作成・実施・評価、児童生徒理解、教職員･家庭･地域･関係機関等との連携、個別的な相談指導、自己実現
能力の育成     等

【連携･協働】
教職員間･家庭･地域･関係機関との連携･協働、同僚性の構築、学校間の連携、防災、SDGｓ　　等

　養成段階で身
に付けるべき児
童生徒理解や学
校安全の知識、
学校組織等や自
己の役割を理解
する能力。

教
職
員
と
し
て
の
専
門
性

①児童生徒理解と豊かな心
の育成
　児童生徒との信頼関係を
培い、一人一人の個性やよ
さをしっかりと見つめ、自
分に対する自信と他者に対
する思いやりの心を育む教
職員

②学習の実践的指導力
　基礎･基本を習得させるた
めの徹底した指導と児童生
徒が自ら学び自ら考える力
を身に付ける学習を着実に
展開し、確かな学力を育む
教職員

③保護者･地域住民との連携
　保護者･地域住民の大きな
期待があることを自覚し、
保護者や地域住民と情報を
共有し、またそのニーズの
把握に努め、互いの信頼関
係の中で課題解決に当たる
教職員

　適切な栄養管
理や衛生管理、
食物アレルギー
のある児童生徒
に対する対応の
重要性を理解し
たうえで、学校
給食運営業務を
行う基礎的な能
力。

実
践
的

指
導
力
等

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力

　専門性を基盤
として、学校給
食を生きた教材
とする意義を理
解し、食に関す
る指導を行う基
礎的な能力。

　食に関する健
康課題について
、個別的な相談
を要する児童生
徒に対応する基
礎的な能力。

栄
養
教
諭
の
専
門
性
を
生
か
し
た
職
務


